
角
逐 

―
燕
王
軍
と
遼
東
軍
と

Battle betw
een the Yan W

ang Arm
y and the Liao D

ong Arm
y in the Jing-nan W

ar

川　
　

越　
　

泰　
　

博

要　
　
　

旨

燕
王
が
挙
兵
し
て
靖
難
の
役
が
起
こ
る
と
、
大
寧
の
寧
王
府
と
広
寧
の
遼
王
府
は
、
北
平
の
燕
王
府
の
後
背
に
立
地
し
て
い
る
の
で
、
建
文
政
権

は
燕
王
軍
を
そ
の
後
背
か
ら
控
掣
す
る
軍
事
力
と
し
て
取
り
込
む
た
め
寧
王
・
遼
王
両
王
に
対
し
て
南
京
へ
の
召
還
命
令
を
出
し
た
。
遼
王
は
そ
れ

に
応
じ
て
い
ち
早
く
南
京
に
帰
朝
し
た
が
、
寧
王
は
燕
王
軍
の
攻
略
を
受
け
て
、
そ
の
麾
下
に
入
っ
た
。
遼
東
都
司
下
の
遼
東
軍
は
遼
王
が
京
師
に

帰
還
す
る
前
か
ら
す
で
に
建
文
政
権
軍
の
別
働
隊
と
し
て
活
動
し
た
。
遼
東
軍
の
侵
攻
先
は
永
平
・
通
州
・
直
沽
・
保
定
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

靖
難
の
役
の
戦
局
を
転
換
さ
せ
る
ほ
ど
の
軍
事
的
成
果
を
生
ま
な
か
っ
た
。
遼
東
に
は
靖
難
の
役
直
後
、
左
軍
都
督
府
左
都
督
劉
貞
が
鎮
守
遼
東
と

し
て
送
り
込
ま
れ
、
遼
東
都
司
所
属
衛
の
軍
馬
を
そ
の
節
制
下
に
置
い
た
。
さ
ら
に
薛
貴
（
脱
火
赤
）
が
遼
東
都
司
都
指
揮
使
に
任
用
さ
れ
た
。
こ

れ
に
加
え
て
、
燕
王
軍
の
一
部
の
将
兵
が
遼
東
諸
衛
へ
配
置
換
え
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
燕
王
軍
と
敵
対
し
て
き
た
遼
東
の
軍
勢
を
取
り
込
む
た
め
の
、

遼
東
に
対
す
る
こ
う
し
た
軍
政
政
策
の
効
果
は
、
早
く
も
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
に
は
現
れ
、
遼
東
諸
衛
に
よ
る
哈
剌
温
（
フ
ラ
ウ
ン
）
方
面
な

ど
女
直
（
ジ
ュ
シ
ェ
ン
）
に
対
す
る
招
諭
活
動
が
活
発
化
し
た
。
永
楽
帝
の
満
州
経
営
は
太
監
亦
失
哈
（
イ
シ
ハ
）
の
遠
征
以
前
か
ら
す
で
に
始
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
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キ
ー
ワ
ー
ド

永
平
、
通
州
、
直
沽
、
保
定
、
賊
軍
犯
城

は 
じ 

め 

に

元
朝
に
替
わ
っ
て
中
国
の
新
た
な
統
治
者
と
な
っ
た
明
の
太
祖
洪
武
帝
が
七
十
一
年
に
及
ぶ
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を
終
え
る
と
、
皇

太
孫
允
炆
（
建
文
帝
）
が
柩
前
即
位
し
て
新
政
を
始
め
た
が
、
治
世
四
年
と
い
う
短
命
政
権
に
終
わ
っ
た
。
建
文
帝
の
即
位
か
ら
ほ
ぼ

一
年
余
り
の
日
月
を
経
た
建
文
元
年
（
一
三
九
九
）
七
月
に
、
太
祖
第
四
子
の
燕
王
棣
が
北
平
（
現
北
京
）
に
お
い
て
「
奉
天
靖
難
」
を

大
義
名
分
に
挙
兵
し
た
こ
と
に
よ
り
、
以
後
ま
る
三
年
に
わ
た
っ
て
血
で
血
を
洗
う
ご
と
き
内
乱
に
突
入
し
、
そ
の
結
果
、
建
文
政
権

は
崩
壊
し
、
燕
王
が
即
位
し
て
新
た
に
永
楽
政
権
を
創
始
し
た
か
ら
で
あ
る
。

靖
難
の
役
と
呼
称
さ
れ
る
こ
の
内
乱
の
行
方
は
、
近
隣
の
朝
貢
諸
国
に
と
っ
て
も
、
今
後
の
対
明
関
係
の
有
り
よ
う
に
多
大
な
影
響

を
及
ぼ
す
の
で
看
過
で
き
な
い
事
柄
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
事
明
事
大
を
国
是
と
す
る
隣
国
の
朝
鮮
王
朝
が
受
け
る
政
治
的
軍
事
的

影
響
は
大
き
く
、
種
々
様
々
な
方
法
に
よ
っ
て
靖
難
の
役
に
関
す
る
情
報
の
入
手
に
努
め
、
入
手
し
た
情
報
に
基
づ
い
て
靖
難
の
役
に

対
す
る
対
策
を
立
て
た
の
で
あ
る（

（
（

。
そ
の
好
個
の
一
例
は
、『
定
宗
恭
靖
王
実
録
』
巻
四
、
庚
辰
二
年
五
月
辛
巳
の
条
に
収
載
さ
れ
た
、

定
宗
が
経
筵
（
国
王
の
面
前
で
経
史
の
学
を
講
ぜ
し
む
る
席
）
に
臨
御
さ
れ
た
と
き
の
君
臣
間
の
遣
り
取
り
で
あ
る
。
庚
辰
二
年
五
月
辛
巳

と
は
明
の
建
文
二
年
（
洪
武
三
十
三
、一
四
〇
〇
）
五
月
十
七
日
の
こ
と
で
、
燕
王
が
挙
兵
し
て
や
が
て
一
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
時

期
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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角逐―燕王軍と遼東軍と

経
筵
に
御
す
。
撮
要
を
講
ず
。
吳
の
孫
権
、
于
禁
を
遣
わ
し
て
魏
に
降
ら
ん
こ
と
を
求
め
、
魏
主
、
之
を
許
さ
ん
と
欲
し
、
劉
曄

之
を
諫
む
に
、
至
る
。
同
知
経
筵
事
全
伯
英
、
上
に
問
う
て
曰
く
、
魏
主
と
劉
曄
と
孰
れ
が
是
な
る
か
、
と
。
上
曰
く
、
曄
の
諫

是
な
り
。
魏
主
、
其
の
諫
に
従
わ
ず
、
而
し
て
吳
の
詐
降
を
許
す
は
甚
だ
非
な
り
、
と
。
伯
英
曰
く
、
今
燕
王
兵
を
挙
げ
、
中
国

乱
る
る
。
設も

し
定
遼
の
衛
、
降
を
我
に
求
む
る
こ
と
有
ら
ば
、
則
ち
之
を
許
す
や
否
や
、
と
。
上
曰
く
、
此
れ
正
に
深
慮
す
る
所

な
り
。
然
ら
ば
之
を
受
け
ず
愈
を
為
す
に
若
か
ず
、
と
。
知
経
筵
事
権
近
曰
く
、
魏
主
の
失
は
、
唯
だ
曄
の
諫
に
従
わ
ず
、
而
し

て
詐
降
を
許
す
に
在
る
の
み
。
定
遼
の
降
を
受
く
ん
ば
、
大
い
に
不
可
な
る
こ
と
有
ら
ん
。
若
し
燕
王
乱
を
定
め
て
天
下
を
有
せ

ば
、
則
ち
必
ず
罪
を
我
に
問
わ
ん
。
其
の
時
何
を
以
て
之
に
対
う
る
や
。
上
の
言
甚
だ
義
に
合
せ
り
、
と
。
上
曰
く
、
卿
の
言
是

な
り
、
と
。 

本
年
正
月
元
旦
に
行
わ
れ
た
最
初
の
経
筵
で
は
、
知
経
筵
事
権
近
が
通
鑑
の
撮
要
を
進
講
し
て
い
る（

（
（

。
通
鑑
と
は
む
ろ
ん
北
宋
・
司

馬
光
撰
の
『
資
治
通
鑑
』
を
指
し
、
そ
れ
か
ら
五
ヶ
月
後
の
経
筵
で
講
ぜ
ら
れ
た
撮
要
も
、
同
じ
『
資
治
通
鑑
』
の
撮
要
で
あ
っ
た
。

「
吳
の
孫
権
、
于
禁
を
遣
わ
し
て
魏
に
降
ら
ん
こ
と
を
求
め
、
魏
主
、
之
を
許
さ
ん
と
欲
し
、
劉
曄
之
を
諫
む
」
と
い
う
く
だ
り
は
、『
資

治
通
鑑
』
巻
六
九
、
魏
紀
一
、
世
祖
文
皇
帝
上
、
黃
初
二
年
八
月
の
条
に
み
え
る
、

孫
権
遣
使
称
臣
、
卑
辞
奉
章
、
并
送
于
禁
等
還
。
朝
臣
皆
賀
、
劉
曄
独
曰
、
権
無
故
求
降
、
必
内
有
急
。
権
前
襲
殺
関
羽
、
劉
備

必
大
興
師
伐
之
。
外
有
強
寇
、
衆
心
不
安
、
又
恐
中
國
往
乗
其
釁
、
故
委
地
求
降
。
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と
い
う
孫
権
の
偽
装
降
伏
の
と
こ
ろ
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
く
だ
り
に
至
っ
た
と
き
、
同
知
経
筵
事
全
伯
英
は
、
当
時
の
現
実
問
題
に

置
き
換
え
、
明
が
遼
東
に
設
置
し
て
い
る
定
遼
の
諸
衛
―
定
遼
左
衛
・
右
衛
・
中
衛
・
前
衛
・
後
衛
か
ら
朝
鮮
王
朝
へ
の
投
降
が
あ
っ

た
場
合
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
べ
き
か
否
か
を
定
宗
に
問
う
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
定
宗
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
ず
、
し
ば
ら

く
時
間
稼
ぎ
を
す
る
の
が
最
も
良
い
と
答
え
た
。
知
経
筵
事
権
近
も
定
遼
の
投
降
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
問
題
で
あ
り
、
も
し
燕
王
が

乱
を
鎮
め
て
天
下
を
取
っ
た
と
き
、
必
ず
我
々
は
罪
を
問
わ
れ
る
、
そ
の
と
き
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
申

し
上
げ
た
。
定
宗
は
権
近
の
こ
の
言
を
全
面
的
に
是
と
し
た
の
で
あ
る
。
魏
の
黃
初
二
年
（
二
二
一
）
八
月
に
起
き
た
孫
権
の
魏
へ
の

詐
降
問
題
か
ら
、
定
宗
・
全
伯
英
・
権
近
の
三
人
が
定
遼
諸
衛
の
軍
士
の
投
降
受
け
入
れ
の
可
否
を
論
じ
た
の
は
、
定
遼
諸
衛
が
建
文

政
権
側
に
た
っ
て
軍
事
的
に
行
動
し
、
燕
王
軍
と
敵
対
し
て
い
る
こ
と
を
朝
鮮
王
朝
で
も
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

明
軍
は
洪
武
四
年
（
一
三
七
一
）
以
来
遼
東
に
波
状
攻
撃
を
か
け
、
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
奪
い
取
る
と
、
遼
東
衛
指
揮
使
司
を
置
い
た
が
、

す
ぐ
に
定
遼
都
衛
に
移
管
し
、
さ
ら
に
洪
武
八
年
（
一
三
七
五
）
に
は
定
遼
都
衛
を
遼
東
都
指
揮
使
司
（
以
下
遼
東
都
司
と
略
称
）
と
改

称
し
、
そ
の
下
に
衛
所
群
を
配
置
し
て
遼
東
の
統
治
を
行
っ
た（

（
（

。
明
代
の
遼
東
に
は
布
政
司
は
設
置
さ
れ
ず
、
遼
東
都
司
が
行
政
・
民

政
・
軍
政
を
司
る
軍
管
区
で
あ
っ
た
。
靖
難
の
役
期
、
遼
東
都
司
配
下
の
諸
衛
軍
は
遼
東
軍
や
遼
東
兵
と
呼
称
さ
れ
、
各
地
で
燕
王
軍

と
衝
突
し
た
。
遼
東
軍
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
断
片
的
に
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が（

（
（

、
本
稿
に
お
い
て
は
、
改
め
て
零
余
な

断
簡
史
料
を
綴
輯
し
て
、
遼
東
軍
・
遼
東
兵
の
動
向
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
当
該
問
題
は
靖
難
の
役
の
終
息
後
、
永
楽
帝

が
積
極
的
に
遼
東
や
女
直
（
ジ
ュ
シ
ェ
ン
）
の
経
営
に
乗
り
出
す
そ
の
前
史
で
も
あ
る
。
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角逐―燕王軍と遼東軍と

一　

燕
王
の
挙
兵
と
遼
東

周
囲
を
朝
鮮
・
女
直
（
ジ
ュ
シ
ェ
ン
）・
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
の
諸
勢
力
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
東
は
鴨
緑
江
で
朝
鮮
王
朝
と
接
し
、
西
は

ウ
リ
ヤ
ン
ハ
三
衛
（
モ
ン
ゴ
ル
系
）
と
接
し
、
南
は
渤
海
に
臨
み
、
北
は
女
直
の
居
住
地
帯
と
接
し
、
漢
族
だ
け
で
な
く
、
女
直
・
モ

ン
ゴ
ル
・
朝
鮮
な
ど
の
非
漢
民
族
が
多
数
居
住
し
て
い
た
明
代
の
遼
東
に
は
遼
東
都
司
の
下
に
多
く
の
衛
所
群
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。

洪
武
期
に
は
創
設
・
改
廃
が
何
度
か
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
靖
難
の
役
期
に
存
置
し
て
い
た
衛
所
は
、
定
遼
左
衞
・
定
遼
右
衞
・
定
遼
中

衞
・
定
遼
前
衞
・
定
遼
後
衞
・
鉄
嶺
衞
・
東
寧
衞
・
瀋
陽
中
衞
・
海
州
衞
・
蓋
州
衞
・
金
州
衞
・
復
州
衞
・
義
州
衞
・
遼
海
衞
・
三
万

衞
・
広
寧
衛
・
広
寧
左
屯
衞
・
広
寧
右
屯
衞
・
広
寧
中
屯
衛
・
広
寧
前
屯
衞
・
広
寧
後
屯
衞
の
諸
衛
と
金
州
中
左
千
戸
所
・
鉄
嶺
左
右

千
戸
所
・
撫
順
千
戸
所
・
蒲
河
千
戸
所
の
二
一
衛
四
所
で
あ
っ
た（

（
（

。

以
上
の
衛
所
群
に
加
え
て
、
広
寧
中
護
衛
・
広
寧
左
護
衛
・
広
寧
右
護
衛
の
三
護
衛
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
遼
王
府
に
付
設
さ
れ
た
。

遼
王
府
は
広
寧
に
設
置
さ
れ
、
太
祖
第
一
五
子
の
植
が
洪
武
二
十
五
年
（
一
三
九
二
）
に
就
藩
し
た
。
植
は
洪
武
十
年
（
一
三
七
七
）
二

月
十
五
日
に
生
ま
れ
た
。
母
は
韓
妃
で
あ
る
。
同
十
一
年
（
一
三
七
八
）
正
月
一
日
衛
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
、
同
二
十
五
年
（
一
三
九
二
）

三
月
九
日
に
遼
王
に
改
封
さ
れ
た
。
之
国
の
命
が
下
さ
れ
た
の
は
翌
二
十
六
年
（
一
三
九
三
）
正
月
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

と
き
之
国
の
命
を
受
け
た
の
は
、
肅
王
楧
（
太
祖
第
一
四
子
）・
遼
王
植
（
第
一
五
子
）・
慶
王
㮵
（
第
一
六
子
）・
寧
王
権
（
第
一
七
子
）
の

四
王
で
あ
っ
た
。
肅
王
は
陝
西
甘
州
、
遼
王
は
広
寧
、
慶
王
は
陝
西
韋
州
、
寧
王
は
大
寧
へ
の
就
藩
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る（

（
（

。

と
こ
ろ
が
遼
王
府
が
置
か
れ
る
広
寧
の
宮
殿
は
未
完
成
で
あ
っ
た
の
で
、
遼
王
は
し
ば
ら
く
大
淩
河
の
北
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
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た（
（
（

。
大
淩
河
は
現
遼
寧
省
の
西
部
（
遼
西
）
を
流
れ
る
大
き
な
河
川
で
あ
る
。
広
寧
に
お
け
る
遼
王
府
の
建
築
は
、
洪
武
二
十
六
年

（
一
三
九
三
）
九
月
十
三
日
に
着
手
さ
れ
た
が（

（
（

、
そ
の
完
成
は
同
三
十
年
（
一
三
九
七
）
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。『
太
祖
実
録
』
洪
武

三
十
年
五
月
己
巳
（
十
八
日
）
の
条
に
、

遼
王
府
を
広
寧
に
築
く
。
是
よ
り
先
、
王
之し

国こ
く

す
る
に
未
だ
城
府
を
築
か
ず
、
但
木
柵
を
広
寧
西
の
大
淩
河
の
北
に
樹
て
、
宮
室

を
草
創
し
以
て
之
に
居
ら
し
む
。
尋
で
武
定
侯
郭
英
に
命
じ
て
遼
東
各
衛
及
び
護
衛
の
軍
士
を
督
し
、
王
の
宮
城
を
広
寧
故
城
西

の
後
に
営
建
せ
し
む
。
英
の
工
を
督
す
る
こ
と
厳
急
に
し
て
、
軍
士
労
弊
す
と
上
聞
す
る
や
、
命
じ
て
其
の
役
を
罷
め
し
む
。
是

に
至
り
て
中
軍
都
督
僉
事
陳
信
・
宣
信
、
粮
を
遼
東
に
運
ぶ
。
因
り
て
信
等
に
命
じ
て
舟
師
を
以
て
都
督
楊
文
等
に
協
助
し
、
遼

東
諸
衛
の
軍
士
を
率
い
、
復
び
築
城
浚
濠
し
、
宮
室
を
建
立
せ
し
む
。
其
の
城
門
を
高
壮
に
し
、
以
て
不
虞
に
備
え
、
或
い
は
勍

敵
有
り
、
以
て
守
禦
す
る
こ
と
難
け
れ
ば
、
則
ち
王
は
山
海
衛
に
徙
居
し
、
而
し
て
馬
步
軍
を
以
て
其
の
城
を
守
り
、
王
は
兵
を

領
し
て
時
に
復
た
往
来
せ
し
む
。

と
あ
り
、
武
定
侯
郭
英
が
王
府
建
設
の
工
事
を
仕
切
っ
た
。
郭
英
は
遼
王
植
の
岳
父
で
あ
っ
た
。
郭
英
の
女
が
遼
王
植
の
妃
に
冊
立
さ

れ
た
の
は
、
洪
武
二
十
七
年
（
一
三
九
四
）
十
月
十
三
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で（

（
（

、
女
の
立
妃
以
前
か
ら
遼
王
府
宮
城
の
建
設
に
関
与

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
命
じ
て
其
の
役
を
罷
め
し
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
建
設
工
事
は
一
度
中
止
さ
れ
た
。
中
止
の
命
令
が

出
さ
れ
た
の
は
洪
武
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
四
月
八
日
の
こ
と
で
、
工
事
が
「
労
苦
過
多
」
で
工
事
に
従
事
し
て
い
る
軍
士
の
逃
亡
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角逐―燕王軍と遼東軍と

が
多
い
と
い
う
こ
と
と
朝
鮮
王
朝
側
の
動
き
を
警
戒
し
た
の
が
そ
の
原
因
で
あ
っ
た（
（1
（

。
宮
城
築
造
の
再
開
に
関
し
て
、「
是
に
至
り
て

中
軍
都
督
僉
事
陳
信
・
宣
信
、
粮
を
遼
東
に
運
ぶ
。
因
り
て
信
等
に
命
じ
て
舟
師
を
以
て
都
督
楊
文
等
に
協
助
し
、
遼
東
諸
衛
の
軍
士

を
率
い
、
復
び
築
城
浚
濠
し
、
宮
室
を
建
立
せ
し
む
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
陳
信
・
宣
信
が
遼
東
へ
の
糧
（
穀
物
）
の
輸
送
に
関
わ
っ

た
が
、
太
祖
は
そ
の
折
り
に
楊
文
等
に
協
力
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
遼
東
に
到
着
し
た
楊
文
等
は
遼
東
諸
衛
の
軍
士
を
率
い
て
築
城
・
浚

濠
し
宮
室
の
建
築
を
完
成
さ
せ
た
と
す
る
。
こ
こ
に
み
え
る
陳
信
・
宣
信
・
楊
文
が
遼
東
と
関
わ
り
が
生
じ
た
年
次
は
、
そ
れ
ぞ
れ

別
々
で
一
致
す
る
時
期
は
な
い
。
ま
ず
、
陳
信
の
場
合
は
、『
太
祖
実
録
』
洪
武
三
十
年
二
月
己
亥
（
十
六
日
）
の
条
に
、

①
中
軍
都
督
府
都
督
僉
事
陳
信
を
以
て
副
総
兵
と
為
し
、
舟
師
を
率
い
て
糧
を
運
び
て
遼
東
に
往
か
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
洪
武
三
十
年
（
一
三
九
七
）
二
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
、
宣
信
の
場
合
は
、『
太
祖
実
録
』
に
よ
る
と
、

二
度
運
糧
の
た
め
遼
東
に
出
向
い
て
い
る
。
一
回
目
は
洪
武
二
十
八
年
三
月
戊
戌
（
五
日
）
の
条
に
、

② 

中
軍
都
督
僉
事
朱
信
に
制
諭
し
て
、
総
兵
官
に
充
て
、
前
軍
都
督
僉
事
宣
信
を
副
総
兵
に
充
て
、
舟
師
を
率
い
て
粮
を
運
び
て

遼
東
に
赴
か
し
め
、
其
の
海
運
の
大
小
の
官
軍
は
悉
く
節
制
を
聴
か
し
む
。

と
あ
り
、
二
度
目
は
洪
武
二
十
九
年
三
月
庚
申
（
三
日
）
の
条
に
、
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③ 

命
中
軍
都
督
府
都
督
僉
事
朱
信
・
前
軍
都
督
府
都
督
僉
事
宣
信
に
命
じ
て
、
神
策
・
橫
海
・
蘇
州
等
・
太
倉
等
四
十
衛
の
将
士

八
万
余
人
を
総
べ
て
海
道
に
由
り
糧
を
運
び
て
遼
東
に
至
ら
し
め
、
以
て
軍
餉
を
給
す
。 

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宣
信
の
遼
東
へ
の
運
糧
は
、
洪
武
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
三
月
五
日
と
二
十
九
年
（
一
三
九
六
）
三
月
三
日
の

こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
時
点
で
は
中
軍
都
督
府
都
督
僉
事
陳
信
と
前
軍
都
督
僉
事
宣
信
が
一
緒
に
遼
東
に
踏
海
し
た
と
は
思
え

な
い
。

問
題
は
左
軍
左
都
督
楊
文
が
遼
東
に
赴
い
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
、
同
右
書
の
洪
武
三
十
年
正
月
己
巳
（
十
六
日
）

の
条
に
、

④
左
軍
左
都
督
楊
文
に
命
じ
て
遼
東
に
往
き
軍
馬
を
訓
練
し
、
仍
お
屯
種
を
督
せ
し
む
。

と
あ
る
。
こ
れ
が
遼
東
に
到
着
し
た
時
点
の
記
録
で
あ
れ
ば
、
①
の
陳
信
が
遼
東
へ
の
運
糧
し
た
洪
武
三
十
年
（
一
三
九
七
）
二
月

十
六
日
に
は
、
す
で
に
楊
文
は
遼
東
に
来
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
楊
文
と
①
の
陳
信
と
は
無
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
④
が
太
祖
に
よ
っ
て
楊
文
に
遼
東
行
き
の
勅
諭
が
出
さ
れ
た
時
点
の
記
述
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
一
ヶ
月
後
に
出
航
命
令
が
出

さ
れ
た
陳
信
の
「
舟
師
を
率
い
て
糧
を
運
び
て
遼
東
に
往
く
」
そ
の
海
運
船
に
楊
文
が
同
乗
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
当

時
の
遼
東
へ
の
穀
物
海
運
の
規
模
は
大
規
模
で
、
た
と
え
ば
同
右
書
、
洪
武
二
十
九
年
四
月
戊
戌
（
十
一
日
）
の
条
に
、
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角逐―燕王軍と遼東軍と

中
軍
都
督
府
都
督
僉
事
朱
信
言
え
ら
く
、
比
歲
遼
東
に
海
運
す
る
粮
六
十
万
石
、
今
海
舟
既
多
し
、
宜
し
く
其
の
数
を
増
す
べ
し
。

上
命
じ
て
十
万
石
を
増
す
る
に
、
蘇
州
府
嘉
定
県
の
糧
米
を
以
て
、
太
倉
に
輸
し
、
之
を
転
運
せ
し
む
。 

と
あ
る
よ
う
に
、
遼
東
に
送
ら
れ
る
米
糧
は
大
量
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
量
の
米
糧
を
海
運
す
る
に
あ
た
っ
て
は
大
船
団
が
必
要

で
あ
っ
た
。
米
糧
は
そ
れ
ら
の
大
船
団
に
積
み
込
ま
れ
て
、
太
倉
か
ら
山
東
半
島
を
迂
回
し
、
さ
ら
に
渤
海
湾
を
遮
洋
し
て
遼
東
に
荷

揚
げ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
楊
文
が
勅
命
に
よ
っ
て
遼
東
に
出
向
く
な
ら
ば
、
陸
路
で
京
師
南
京
か
ら
北
上
し
て
北
平
・
山
海
関
を
経
て

遼
東
広
寧
ま
で
行
く
よ
り
も
、
江
南
の
地
か
ら
山
東
半
島
経
由
・
渤
海
湾
遮
洋
の
海
上
ル
ー
ト
の
方
が
、
そ
の
所
要
日
数
は
断
然
短
く

済
ん
だ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
陳
信
の
指
揮
す
る
遮
洋
船
に
楊
文
が
同
乗
し
遼
東
に
出
向
い
た
と
し
て
も
不
可
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

『
太
祖
実
録
』
洪
武
三
十
年
五
月
己
巳
（
十
八
日
）
の
条
に
、「
中
軍
都
督
僉
事
陳
信
・
宣
信
、
粮
を
遼
東
に
運
ぶ
。
因
り
て
信
等
に
命

じ
て
舟
師
を
以
て
都
督
楊
文
等
に
協
助
し
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
の
は
、
そ
れ
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
陳
信

と
楊
文
と
の
関
わ
り
は
納
得
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宣
信
と
楊
文
の
関
係
は
依
然
と
し
て
み
え
て
こ
な
い
。
そ
の
関
係
を
、
こ
の

と
き
の
遼
東
運
糧
に
視
点
を
お
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
前
引
の
洪
武
二
十
九
年
（
一
三
九
六
）
四
月
の
事
例
に
み
た
よ
う
に
、
遼
東
へ

の
米
糧
の
海
運
は
大
規
模
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
規
模
な
船
団
を
指
揮
す
る
の
に
、
②
と
③
で
は
中
軍
都
督
僉
事
朱
信
と
前
軍
都
督
僉
事

宣
信
の
コ
ン
ビ
が
起
用
さ
れ
た
。
③
の
と
き
も
②
の
と
き
と
同
様
に
朱
信
が
総
兵
官
、
宣
信
が
副
総
兵
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
①
の
洪
武
三
十
年
（
一
三
九
七
）
二
月
に
お
け
る
陳
信
の
遼
東
へ
の
運
糧
の
際
に
は
、
陳
信
は
副
総
兵
で
あ
っ
て
総
兵
官

の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
陳
信
と
同
じ
中
軍
都
督
僉
事
で
あ
っ
た
朱
信
は
、
洪
武
二
十
九
年
（
一
三
九
六
）
四
月
に
米
糧
増
量
を
提
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案
し
た
あ
と
遼
東
海
運
と
の
関
わ
り
は
、
史
料
上
み
い
だ
せ
な
い
。
①
の
洪
武
三
十
年
（
一
三
九
七
）
二
月
の
遼
東
海
運
の
と
き
は
中

軍
都
督
府
内
で
朱
信
か
ら
陳
信
へ
と
交
替
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
と
、
こ
の
と
き
の
遼
東
海
運
の
最
高
責
任
者
の
総
兵
官
は
、
朱
信
と

複
数
回
タ
ッ
グ
を
組
み
、
経
験
を
積
ん
で
き
た
宣
信
で
あ
っ
た
可
能
性
な
し
と
は
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
絵
解
き
す
れ
ば
、
前
引
の
「
中
軍
都
督
僉
事
陳
信
・
宣
信
、
粮
を
遼
東
に
運
ぶ
。
因
り
て
信
等
に
命
じ
て
舟
師
を
以
て

都
督
楊
文
等
に
協
助
し
」
と
い
う
文
言
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
遼
王
府
の

建
築
工
事
が
再
開
さ
れ
た
の
は
、
洪
武
三
十
年
（
一
三
九
七
）
二
月
十
六
日
以
降
と
な
る
。
遼
王
府
の
完
成
は
、
上
記
の
よ
う
に
同
年

五
月
十
八
日
で
あ
る
か
ら
、
わ
ず
か
三
ヶ
月
と
い
う
短
期
間
で
竣
工
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
い
さ
さ
か
工
事
の
期
間
が
短
か

す
ぎ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
陳
信
・
宣
信
・
楊
文
の
三
人
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
が
一
番

妥
当
な
線
で
あ
ろ
う
。

遼
王
府
の
建
設
は
洪
武
二
十
六
年
（
一
三
九
三
）
九
月
に
始
ま
っ
た
も
の
の
、
い
っ
た
ん
中
止
さ
れ
た
の
で
、
洪
武
三
十
年

（
一
三
九
七
）
二
月
以
後
工
事
が
再
開
さ
れ
る
と
、
遼
東
諸
衛
の
軍
士
を
動
員
し
て
急
ピ
ッ
チ
で
工
事
が
進
め
ら
れ
、
竣
工
に
漕
ぎ
着
け

た
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
竣
工
な
っ
た
遼
王
府
に
付
設
さ
れ
た
護
衛
は
、
広
寧
中
護
衛
・
広
寧
左
護
衛
・
広
寧
右
護
衛
の
三
護
衛
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
設
置
は
遼
王
府
の
竣
工
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
三
護
衛
の
内
、
広
寧
左
護
衛
・
広
寧
右
護
衛
の
設
置
は
、『
太
祖
実
録
』
洪
武

二
十
八
年
四
月
甲
申
（
二
十
一
日
）
の
条
に
、 

詔
し
て
遼
・
寧
・
谷
・
慶
・
肅
の
五
王
の
護
衛
指
揮
使
司
を
置
く
。
武
定
侯
郭
英
に
命
じ
て
遼
東
都
司
を
会
し
て
広
寧
・
義
州
等
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角逐―燕王軍と遼東軍と

衛
官
軍
を
分
調
し
て
遼
王
の
広
寧
左
右
二
護
衛
を
置
き
、
北
平
都
司
は
大
寧
左
右
二
衛
を
調
し
て
寧
王
の
営
州
左
右
二
護
衛
と
為

し
、
宣
府
左
右
二
衛
を
谷
王
の
宣
府
左
右
二
護
衛
と
為
し
、
興
州
中
護
衛
を
改
め
て
宣
府
中
護
衛
と
為
し
、
陜
西
都
司
は
慶
陽
衛

を
調
し
て
慶
王
の
寧
夏
左
護
衛
と
為
し
、
寧
夏
衛
を
改
め
て
右
護
衛
と
為
し
、
甘
州
在
城
官
軍
を
調
し
て
肅
王
の
甘
州
右
護
衛
を

置
き
、
凡
そ
差
遣
有
れ
ば
王
の
調
用
に
従
わ
し
む
。

と
あ
り
、
洪
武
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
四
月
に
、
寧
王
・
谷
王
・
慶
王
・
肅
王
の
護
衛
と
同
時
に
付
設
さ
れ
た
。
遼
王
府
の
広
寧
左

護
衛
と
右
護
衛
は
既
存
の
広
寧
衛
や
義
州
衛
な
ど
の
衛
所
官
軍
を
析
出
し
て
設
置
さ
れ
た
。
広
寧
三
護
衛
を
形
成
す
る
中
護
衛
は
そ
れ

よ
り
早
く
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
一
ヶ
月
前
の
時
点
で
は
、
同
右
書
、
洪
武
二
十
八
年
三
月
癸
亥
（
三
十
日
）
の
条
に
、

是
の
月
、
総
兵
官
周
興
に
勅
し
て
都
督
僉
事
宋
晟
を
し
て
遼
王
府
の
中
護
衛
を
領
し
、
都
督
劉
真
は
寧
王
府
の
中
護
衛
を
領
し
、

指
揮
荘
徳
は
三
万
衛
の
軍
馬
を
領
し
て
、
野
人
を
征
勦
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
広
寧
中
護
衛
は
営
州
中
護
衛
、
三
万
衛
の
軍
馬
と
と
も
に
女
直
野
人
に
対
す
る
征
勦
に
参
陣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
広
寧
中
護
衛
の
設
置
は
洪
武
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
三
月
以
前
に
遡
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
、
寧
王
府
の
営
州

三
護
衛
も
同
様
で
、
洪
武
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
四
月
に
設
置
さ
れ
た
の
は
左
護
衛
と
右
護
衛
の
み
で
あ
っ
て
、
中
護
衛
は
そ
の
前

月
に
す
で
に
広
寧
中
護
衛
・
三
万
衛
と
と
も
に
女
直
野
人
征
勦
に
関
わ
っ
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
広
寧
中
護
衛
の
設
置
は
、
何
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
同
右
書
、
洪
武
二
十
四
年
五
月
戊
戌
（
十
二
日
）
の
条
に
、
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漢
・
衛
・
谷
・
慶
・
寧
・
岷
の
六
王
に
命
じ
て
臨
清
に
往
き
軍
士
を
訓
練
せ
し
む
る
に
各
々
護
衛
を
置
く
。
漢
王
は
甘
州
中
護

衛
、
衛
王
は
広
寧
中
護
衛
、
谷
王
は
興
州
中
護
衛
、
慶
王
は
寧
夏
中
護
衛
、
寧
王
は
営
州
中
護
衛
、
岷
王
は
西
河
中
護
衛
な
り
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
広
寧
中
護
衛
の
設
置
は
、
営
州
中
護
衛
と
同
じ
洪
武
二
十
四
年
（
一
三
九
一
）
五
月
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
衛
王
植
が
遼
王
に
改
封
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
翌
洪
武
二
十
五
年
（
一
三
九
二
）
三
月
九
日
で
あ
る
の
で（
（（
（

、
広
寧
中
護
衛
の
設

置
は
植
が
衛
王
で
あ
っ
た
時
代
の
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
洪
武
帝
が
衛
王
植
を
い
ず
れ
遼
東
の
広
寧
に
之
国
さ
せ
る
心
づ
も

り
で
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る（

（1
（

。

さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
東
は
鴨
緑
江
で
朝
鮮
王
朝
と
接
し
、
西
は
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
三
衛
（
モ
ン
ゴ
ル
系
）
と
接
し
、
南
は
渤
海
に

臨
み
、
北
は
女
直
（
ジ
ュ
シ
ェ
ン
）
の
居
住
地
帯
と
接
す
る
と
い
う
地
理
的
環
境
に
あ
る
明
代
の
遼
東
は
、
後
に
九
辺
鎮
の
一
つ
と
し

て
遼
東
鎮
が
置
か
れ
た
よ
う
に
北
辺
防
衛
体
制
の
一
翼
を
担
っ
た
。
靖
難
の
役
終
息
後
、
即
位
し
た
永
楽
帝
（
燕
王
）
は
、
大
寧
の
放
棄
、

山
西
行
都
司
の
半
数
以
上
の
衛
所
群
を
北
京
付
近
に
移
す
な
ど
の
措
置
を
行
っ
た
の
で
、
明
朝
北
辺
の
前
線
は
部
分
的
に
北
京
付
近
ま

で
後
退
し
た
。
し
か
し
、
父
太
祖
洪
武
帝
の
時
代
に
は
そ
の
在
位
末
年
ま
で
に
、
開
原
・
遼
陽
・
大
寧
・
開
平
・
雲
川
・
寧
夏
な
ど
の

線
を
結
ぶ
北
辺
防
衛
ラ
イ
ン
を
築
い
て
い
た
の
で
あ
る（
（1
（

。

そ
の
た
め
、
開
原
・
遼
陽
を
含
む
遼
東
と
現
在
の
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
東
南
部
の
赤
峰
市
に
あ
た
る
大
寧
は
、
燕
王
府
の
在
る
北
平

の
後
背
に
位
置
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
燕
王
が
挙
兵
し
靖
難
の
役
が
始
ま
る
と
、
遼
王
府
・
寧
王
府
を
取
り
込
む
こ
と
が
、
燕
王
側
に

と
っ
て
も
建
文
政
権
側
に
と
っ
て
も
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
。
建
文
政
権
側
か
ら
み
れ
ば
、
遼
王
府
・
寧
王
府
を
取
り
込
む
こ
と
は
、

後
背
か
ら
燕
王
を
控
掣
す
る
軍
事
勢
力
と
な
り
、
燕
王
に
と
っ
て
は
後
背
か
ら
急
襲
さ
れ
る
心
配
が
な
く
な
る
う
え
に
強
力
な
援
軍
と
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角逐―燕王軍と遼東軍と

し
て
期
待
で
き
た
。
い
ず
れ
の
陣
営
に
と
っ
て
も
遼
王
府
・
寧
王
府
を
取
り
込
む
こ
と
は
戦
局
を
有
利
に
進
め
る
う
え
で
重
要
な
戦
略

的
意
義
を
有
し
た
の
で
、
燕
王
・
建
文
両
陣
営
の
争
奪
の
対
象
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
建
文
政
権
で
戦
争
を
指
導
し
て
い
た
兵
部
尚

書
斉
泰
等
は
、
遼
王
植
と
寧
王
権
が
燕
王
側
に
付
く
こ
と
を
懸
念
し
て
、『
太
宗
実
録
』
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
元
年
八
月
丙
寅
（
二
十
九

日
）
の
条
に
、

斉
泰
等
、
遼
王
植
・
寧
王
権
の
上
の
助
け
と
為
る
を
慮
り
、
建
議
し
て
悉
く
召
し
て
京
に
還
ら
し
む
。
惟
だ
植
の
み
至
り
、
遂
に

勅
を
遣
わ
し
権
の
護
衛
を
削
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
建
文
政
権
は
遼
王
と
寧
王
に
対
し
て
京
師
へ
の
召
還
命
令
を
出
し
た
。
遼
王
は
そ
の
命
に
応
じ
て
南
京
に
戻
っ
た
が
、

寧
王
は
す
ぐ
に
は
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
建
文
政
権
か
ら
は
護
衛
削
除
と
い
う
処
分
を
受
け
、
か
つ
燕
王
軍
か
ら
は
攻
略
さ
れ
た（
（1
（

。

遼
王
植
の
京
師
南
京
へ
の
帰
朝
は
、
陸
路
で
あ
れ
ば
山
海
関
・
北
平
を
経
由
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
場
合
は
燕
王
軍
に
遮
ら
れ
る

可
能
性
が
高
か
っ
た
の
で
、
海
路
に
拠
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
国
榷
』
は
遼
王
の
帰
朝
を
恵
宗
建
文
元
年
十
月
辛
酉

（
二
十
五
日
）
の
条
に
、

遼
王
植
、
来
朝
す
。
王
、
大
寧
の
破
る
る
を
以
て
懼
れ
、
而
し
て
入
る
。

と
掲
出
し
、
建
文
元
年
（
一
三
九
九
）
十
月
二
十
五
日
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
帰
朝
は
寧
王
府
の
在
る
大
寧
が
燕
王
軍
に
よ
っ
て
攻
略
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さ
れ
た
の
を
懼
れ
た
た
め
と
し
て
い
る
。
本
稿
註
（
（（
）
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
燕
王
軍
が
大
寧
を
襲
撃
し
た
の
は
建
文
元
年
（
一
三
九
九
）

十
月
六
日
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
大
寧
攻
略
に
恐
懼
を
抱
い
た
遼
王
が
二
十
日
余
り
後
に
は
倉
卒
に
帰
朝
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。

二　

燕
王
軍
と
遼
東
軍
の
角
逐

燕
王
が
挙
兵
す
る
と
、
建
文
政
権
は
遼
王
植
・
寧
王
権
に
対
し
て
召
還
命
令
を
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、『
太
祖
実
録
』
で
は
さ
き
に

ふ
れ
た
よ
う
に
、
二
王
が
燕
王
側
に
付
く
こ
と
を
憂
慮
し
た
た
め
と
し
て
い
る
。
斉
泰
等
が
遼
王
・
寧
王
の
二
王
の
召
還
を
提
案
し
た

の
は
、
明
の
黄
佐
撰
『
革
除
遺
事
』
巻
一
、
斉
泰
に
よ
る
と
、「
遼
・
寧
の
二
府
の
変
を
為
す
を
慮
っ
て
京
師
に
召
還
す
。
惟
だ
遼
王
の

み
至
り
、
遂
に
之
を
留
む
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
遼
王
が
燕
王
に
味
方
す
る
と
い
う
懸
念
は
全
く
杞
憂
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

靖
難
の
役
が
始
ま
る
と
、
楊
文
・
吳
高
・
耿
瓛
等
建
文
政
権
側
の
武
官
に
よ
っ
て
遼
東
の
軍
は
率
い
ら
れ
、
燕
王
軍
と
敵
対
し
た
か
ら

で
あ
る
。
遼
東
都
司
下
の
衛
所
が
建
文
政
権
に
付
い
て
軍
事
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
の
に
、
遼
王
府
だ
け
が
そ
れ
に
反
し
て
燕
王
軍
に

援
軍
を
送
る
と
い
う
、
い
わ
ば
二
律
背
反
的
な
軍
事
行
動
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
寧
王
府
の
在
る
大
寧
が
燕
王

軍
に
よ
っ
て
攻
略
さ
れ
る
と
、
前
引
『
国
榷
』
に
み
え
る
よ
う
に
、
遼
王
は
燕
王
軍
が
遼
王
府
の
在
る
広
寧
も
攻
略
す
る
と
い
う
畏
怖

心
を
抱
き
、
あ
た
ふ
た
と
京
師
南
京
に
帰
京
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
前
引
『
明
史
』
遼
王
伝
に
、
靖
難
の
役
後
の
事
と
し
て
、

帝
、
植
の
初
め
己
に
弐
す
る
を
を
以
て
之
を
嫌
う
。
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角逐―燕王軍と遼東軍と

と
あ
る
よ
う
に
、
永
楽
帝
の
心
証
を
悪
く
し
て
い
た
。
後
の
湖
広
荊
州
へ
の
改
封
、
三
護
衛
削
除
の
処
罰
は
、
靖
難
の
役
初
期
に
お
け

る
遼
王
植
の
行
蔵
（
出
処
進
退
）
が
原
因
で
あ
っ
た
。 

（
（
）　

永
平
を
め
ぐ
っ
て

靖
難
の
役
期
の
遼
東
軍
の
動
向
を
記
し
た
最
も
早
い
記
録
は
、『
太
宗
実
録
』
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
元
年
九
月
戊
辰
朔
（
一
日
）
の

条
に
み
え
る
、

永
平
守
将
郭
亮
馳
報
す
、
江
陰
侯
吳
高
・
都
督
耿
瓛
等
、
遼
東
兵
を
以
て
城
を
囲
む
、
と
。

と
い
う
永
平
城
包
囲
の
記
述
で
あ
る
。
江
陰
侯
吳
高
・
都
督
耿
瓛
等
、
建
文
政
権
側
の
武
官
に
率
い
ら
れ
た
遼
東
兵
が
包
囲
し
た
永
平

城
は
、
同
右
書
、
同
年
七
月
丙
戌
（
十
八
日
）
の
条
に
、

永
平
守
将
趙
彜
・
郭
亮
、
城
を
以
て
来
帰
す
。

と
み
え
、
燕
王
が
挙
兵
す
る
と
、
守
将
の
趙
彜
・
郭
亮
が
程
な
く
全
城
を
も
っ
て
燕
王
軍
に
帰
順
し
、
そ
の
ま
ま
燕
王
軍
と
し
て
永
平

城
を
守
っ
て
い
た
。
吳
高
・
耿
瓛
等
は
、
燕
王
側
に
寝
返
っ
た
永
平
城
を
取
り
戻
す
た
め
、
遼
東
軍
を
率
い
て
攻
勢
を
か
け
た
の
で
あ

る
。
永
平
は
燕
王
軍
・
建
文
政
権
軍
の
双
方
に
と
っ
て
戦
略
的
に
重
要
な
地
点
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
永
平
と
い
う
地
名
は
今
日
で
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は
消
滅
し
、
河
北
省
秦
皇
島
市
盧
龍
県
が
置
か
れ
て
い
る
。『
大
明
一
統
志
』
巻
五
、
永
平
府
も
、『
大
明
官
制
』
京
師
、
永
平
府
も
と

も
に
、
永
平
府
の
「
東
は
山
海
関
に
至
る
こ
と
一
百
八
十
里
」
と
し
、「
府
治
よ
り
京
師
に
至
る
こ
と
五
百
五
十
里
」
と
し
て
い
る
。

明
代
の
一
里
は
五
五
九
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
の
で
、
山
海
関
か
ら
永
平
府
ま
で
は
約
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
永
平
府
か
ら
北
平
ま
で
は

約
三
〇
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
行
程
で
あ
る
。
永
平
は
山
海
関
か
ら
北
平
に
至
る
ル
ー
ト
上
に
位
置
し
た
。
そ
の
た
め
、
燕
王
は
永
平
に

つ
い
て
、「
遼
東
は
山
海
と
隔
す
と
雖
も
数
々
永
平
を
擾
す
、
当
に
之
を
靖
ず
る
所と
こ
ろ以
と
思
う
べ
し（
（1
（

」
と
位
置
づ
け
て
い
た
。

郭
亮
が
、
遼
東
兵
に
よ
っ
て
永
平
が
包
囲
さ
れ
た
と
い
う
緊
急
の
報
せ
を
燕
王
に
伝
え
て
き
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
九
月
一
日
で

あ
っ
た
。
そ
の
馳
報
に
接
し
た
燕
王
は
、
そ
の
十
日
後
の
九
月
十
一
日
、
諸
将
に
対
し
て
永
平
に
救
援
に
行
く
こ
と
を
告
げ
た
。
と
こ

ろ
が
、
諸
将
の
反
応
は
「
永
平
城
は
粮
を
完
と
う
し
て
足
れ
り
、
以
て
憂
う
こ
と
無
か
る
べ
し
、
今
は
宜
し
く
根
本
を
保
守
す
べ
し（

（1
（

」

と
鈍
く
、
永
平
城
救
援
に
は
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
永
平
城
の
危
急
を
燕
王
に
馳
報
し
た
守
将
郭
亮
の
伝
を
載
せ

る
『
明
史
』
巻
一
四
六
の
本
伝
に
、

永
平
の
地
は
山
海
関
に
接
し
、
遼
東
と
障
隔
す
。
既
に
降
り
、
北
平
益
々
患
い
無
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
永
平
城
が
燕
王
軍
の
手
に
帰
し
た
こ
と
で
、
北
平
は
遼
東
か
ら
の
軍
事
的
脅
威
は
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
逆

に
永
平
城
が
再
度
建
文
政
権
側
に
帰
す
れ
ば
、
北
平
の
防
衛
は
危
う
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
九
月
十
九
日
、
燕
王
は
み
ず
か
ら

援
軍
を
率
い
て
永
平
城
に
向
か
っ
た
の
で
あ
っ
た（
（1
（

。
永
平
城
を
め
ぐ
っ
て
角
逐
が
起
き
た
燕
王
軍
と
遼
東
軍
の
戦
い
は
、『
太
宗
実
録
』

天
靖
難
事
蹟
、
建
文
元
年
九
月
壬
辰
（
二
十
五
日
）
の
条
で
は
、
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角逐―燕王軍と遼東軍と

吳
高
等
、
上
の
至
る
を
聞
き
、
倉
卒
に
尽
く
輜
重
を
棄
て
山
海
に
走
る
。
上
、
軽
騎
を
遣
わ
し
て
之
を
追
わ
し
め
、
斬
首
数
千
級
、

俘
降
も
亦
数
千
人
、
尽
く
之
を
散
じ
て
遣
わ
し
む
。

と
あ
り
、
燕
王
軍
の
一
方
的
勝
利
に
終
わ
っ
た
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
様
の
記
述
を
加
え
る
と
、
永
楽
政
権
成
立
後
成
国
公
に
封
爵
さ
れ
る
朱
能
も
英
国
公
に
封
爵
さ
れ
れ
る
張
玉
も
、
こ
の

と
き
の
永
平
救
援
軍
に
参
陣
し
て
い
た
の
で
、
二
人
の
墓
誌
銘
に
も
言
及
が
あ
る
。『
国
朝
献
徵
録
』
巻
之
五
、
公
一
、
世
封
公
に
収

録
さ
れ
て
い
る
楊
士
奇
撰
の
「
成
国
公
贈
東
平
王
謚
武
烈
朱
公
能
神
道
碑
」
で
は
、 

永
平
馳
報
す
、
江
陰
侯
吳
高
、
遼
東
兵
を
以
て
城
を
攻
む
る
こ
と
急
な
り
、
と
。
王
（
朱
能
）
上
に
従
い
援
に
赴
く
。
高
、
道マ
マ走

す
る
や
、
王
之
を
追
及
し
、
殺
す
所
多
し
。

と
あ
り
、
同
じ
く
巻
之
五
、
公
一
、
世
封
公
に
収
録
す
る
朱
睦
桔
撰
「
英
国
公
忠
武
張
玉
伝
」
で
は
、 

江
陰
侯
吳
高
、
遼
東
兵
を
以
て
永
平
城
を
攻
む
る
こ
と
甚
だ
急
な
り
、
而
し
て
曹
国
公
李
景
隆
、
兵
数
十
万
を
引
い
て
将
に
北
平

を
下
さ
ん
と
す
。
上
、
玉
と
と
も
に
先
に
永
平
を
援
け
ん
こ
と
を
謀
る
。
既
に
し
て
至
る
や
、
高
、
風
を
望
ん
で
輜
重
を
棄
て
去

る
。
玉
、
上
の
之
を
追
う
に
従
い
、
俘
獲
す
る
こ
と
甚
だ
衆
し
。
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と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、「
斬
首
数
千
級
、
俘
降
も
亦
数
千
人
」（『
太
宗
実
録
』）、「
殺
す
所
多
し
」（
朱
能
神
道
碑
）、「
俘

獲
す
る
こ
と
甚
だ
衆
し
」（
張
玉
伝
）
と
い
う
文
言
を
み
れ
ば
、
永
平
城
救
援
に
出
陣
し
た
燕
王
軍
と
呉
高
等
に
率
い
ら
れ
た
遼
東
軍
と

の
戦
い
は
、
燕
王
軍
の
圧
倒
的
勝
利
に
終
わ
っ
た
感
を
抱
か
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
い
ず
れ
も
勝
利
し
た
燕
王

軍
側
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
多
少
の
誇
張
や
諛
詞
的
表
現
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
対
し
て
、
同
じ

燕
王
軍
側
の
、
前
引
『
明
史
』
郭
亮
伝
に
よ
る
と
、

成
祖
、
遂
に
南
し
て
耿
炳
文
を
真
定
に
敗
る
。
既
に
し
て
遼
東
鎮
将
江
陰
侯
吳
高
・
都
督
楊
文
等
永
平
を
囲
む
。
亮
の
拒
守
す
る

こ
と
甚
だ
固
し
。
援
師
至
る
や
、
内
外
合
せ
て
擊
ち
、
高
退
走
す
。
未
だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
、
高
讒
に
中
り
て
罷
め
、
楊
文
代

わ
り
て
将
た
り
て
、
復
び
衆
を
率
い
て
來
攻
す
る
も
、
亮
及
び
劉
江
合
擊
し
、
大
い
に
之
を
敗
る
。

と
あ
り
、
燕
王
軍
と
遼
東
兵
と
が
衝
突
し
た
顚
末
は
、
た
だ
「
高
退
走
す
」
と
遼
東
兵
の
永
平
城
か
ら
の
逃
走
に
つ
い
て
ふ
れ
る
の

み
で
、
遼
東
兵
が
蒙
っ
た
人
的
損
耗
を
具
体
的
に
示
す
文
言
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。『
太
宗
実
録
』
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
元
年
九
月
壬

辰
（
二
十
五
日
）
の
条
に
み
え
る
「
斬
首
数
千
級
、
俘
降
も
亦
数
千
人
」
と
い
う
文
言
は
、
こ
れ
が
典
拠
し
た
と
思
わ
れ
る
『
奉
天
靖

難
記（
（1
（

』
の
当
該
条
に
は
、「
斬
首
数
千
級
、
俘
降
す
る
者
是
れ
に
称
う
」
と
あ
り
、
斬
首
さ
れ
た
者
は
「
数
千
」、
捕
虜
に
な
っ
た
者
と

投
降
し
た
者
併
せ
て
の
数
も
斬
首
の
数
と
同
数
と
し
て
い
る
が
、『
奉
天
靖
難
記
』
に
詳
細
な
注
を
付
さ
れ
た
王
崇
武
氏
は
、「
此
謂
斬

首
数
千
級
、
俘
降
者
称
是
、
恐
不
実
」
と
し
、
そ
の
数
字
は
実
数
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る（
（1
（

。
王
氏
の
こ
の
所
説
は
正
鵠
を
射
て
い
る

と
思
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
耿
炳
文
の
事
例
を
想
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。
建
文
元
年
（
一
三
九
九
）
七
月
に
燕
王
が
挙
兵
し
、
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そ
の
報
を
受
け
取
っ
た
建
文
帝
は
、
老
将
長
興
侯
耿
炳
文
を
征
北
大
将
軍
に
起
用
し
兵
三
十
六
万
を
与
え
た
が
、
緒
戦
で
敗
北
す
る
と
、

建
文
帝
側
近
の
黄
子
澄
・
斉
泰
が
反
対
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
た
ち
ま
ち
解
任
し
た
。『
太
宗
実
録
』
な
ど
の
記

述
の
ご
と
く
、
遼
東
兵
が
永
平
城
の
戦
い
に
お
い
て
潰
滅
的
大
敗
を
喫
し
た
な
ら
ば
、
遼
東
兵
を
指
揮
し
た
呉
高
も
ま
た
そ
の
敗
北
の

責
任
を
問
わ
れ
て
、
耿
炳
文
と
同
様
に
建
文
政
権
か
ら
処
罰
を
受
け
て
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
何
の
咎
罪
も
受
け
な
か
っ
た
。

な
る
ほ
ど
、
前
引
『
明
史
』
郭
亮
伝
に
は
、「
高
讒
に
中
り
て
罷
め
、
楊
文
代
わ
り
て
将
た
り
」
と
し
、
敗
走
後
呉
高
は
罷
免
さ
れ
、

楊
文
が
遼
東
の
軍
兵
を
率
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
で
あ
る
が
、
呉
高
の
罷
免
自
体
は
永
平
城
に
お
け
る
敗
北
の
責
任
を

問
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
策
を
弄
し
た
燕
王
の
詭
詐
に
建
文
政
権
が
ま
ん
ま
と
篏
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
永
平
城
攻
防
戦
の

後
、
燕
王
は
呉
高
の
遼
東
か
ら
の
放
逐
を
狙
っ
て
陥
穽
を
し
か
け
た
。
そ
の
具
体
的
な
方
法
は
、『
太
宗
実
録
』
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建

文
元
年
十
二
月
丁
酉
朔
（
一
日
）
の
条
に
、

是
よ
り
先
、
上
左
右
に
語
り
て
曰
く
、
遼
東
は
山
海
と
隔
す
と
雖
も
数
々
永
平
を
擾
す
、
当
に
之
を
靖
ず
る
所
以
と
思
う
べ
し
。

吳
高
は
怯
す
と
雖
も
事
を
行
う
に
差
々
密
な
り
、
楊
文
は
粗
に
し
て
謀
ご
と
無
し
、
吳
高
を
去
ら
し
め
ば
、
則
ち
楊
文
は
慮
る
に

足
ら
ず
。
然
ら
ば
智
を
用
い
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
之
を
去
ら
し
む
こ
と
能
わ
ず
、
と
。
遂
に
人
を
遣
わ
し
て
書
を
齎
し
二
人
に
諭
せ

し
む
。
文
に
与
え
し
書
は
、
則
ち
盛
に
之
を
毀
辱
し
、
吳
高
に
与
え
し
書
は
、
則
ち
盛
に
之
を
称
誉
す
。
而
し
て
故
に
其
の
函
を

易
え
、
誤
り
て
置
く
が
若
き
こ
と
と
す
。
是
に
お
い
て
二
人
皆
朝
に
以
聞
す
、
朝
廷
果
し
て
吳
高
を
疑
い
、
其
の
爵
を
削
り
広
西

に
徒
（
徙
）
し
、
独
り
楊
文
に
命
じ
て
遼
東
を
守
ら
し
む
。
是
よ
り
兵
に
紀
律
無
く
、
人
疑
貳
を
懐
き
、
敢
え
て
数
々
出
で
ず
。 
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と
あ
り
、
燕
王
が
め
ぐ
ら
し
た
策
略
が
仔
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
呉
高
は
怯
懦
な
性
格
で
あ
る
け
れ
ど
も
事
を
為
す
に
あ
た
っ
て
は
や

や
密
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
楊
文
は
粗
雑
で
粗
才
と
い
う
の
が
、
燕
王
の
呉
高
・
楊
文
の
二
人
に
対
す
る
人
物
評
で
あ
っ

た
。
燕
王
の
考
え
で
は
呉
高
を
遼
東
か
ら
放
逐
す
れ
ば
、
残
る
楊
文
は
歯
牙
に
も
か
け
な
い
と
い
う
訳
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
燕
王
は
二

人
に
令
旨
を
与
え
、
呉
高
宛
の
令
旨
は
す
こ
ぶ
る
賞
賛
す
る
内
容
で
あ
り
、
楊
文
に
対
し
て
は
た
い
そ
う
恥
辱
に
み
ち
た
内
容
の
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
わ
ざ
と
呉
高
宛
の
も
の
を
楊
文
に
、
楊
文
宛
の
も
の
を
呉
高
に
届
け
さ
せ
た
。
二
人
は
そ
れ
を
南
京
の
建
文
政
権

に
届
け
た
が
、
呉
高
は
燕
王
か
ら
大
い
に
賞
賛
さ
れ
た
た
め
建
文
政
権
か
ら
大
い
な
る
疑
念
を
も
た
れ
た
。
そ
の
結
果
、
呉
高
は
江
陰

侯
の
爵
号
が
削
ら
れ
、
広
西
に
左
遷
さ
れ
た（

11
（

。
前
引
『
明
史
』
郭
亮
伝
に
「
高
讒
に
中
り
て
罷
め
」
と
あ
る
の
は
、
建
文
政
権
が
燕
王

の
策
略
に
は
篏
っ
た
、
こ
の
事
態
を
指
し
て
い
る
。

呉
高
に
代
わ
っ
て
遼
東
軍
を
指
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
楊
文
が
ふ
た
た
び
永
平
城
を
攻
め
て
包
囲
し
た
の
は
、
建
文
三
年

（
一
四
〇
一
）
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。『
太
宗
実
録
』
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
三
年
十
一
月
甲
戌
（
二
十
六
日
）
の
条
に
よ
る
と
、

こ
の
永
平
城
攻
撃
で
燕
王
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
王
雄
等
七
一
人
が
釈
放
さ
れ
て
遼
東
に
戻
さ
れ
て
い
る
の
で
、
永
平
城
を
め
ぐ
る
攻
防

戦
自
体
は
そ
の
十
一
月
二
十
六
日
よ
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
該
条
に
よ
る
と
、

擒
獲
せ
し
遼
東
指
揮
王
雄
等
七
十
一
人
を
釈
し
本
衛
に
還
ら
し
む
。
是
よ
り
先
、
遼
東
楊
文
等
軍
を
引
き
て
永
平
を
囲
む
。
遊
兵

万
余
を
出
し
、
薊
州
・
遵
化
の
諸
郡
県
を
掠
む
。
得
る
所
の
人
民
は
老
少
無
く
、
皆
之
を
烹
食
す
。
年
百
十
歲
の
者
有
り
、
亦
殺

さ
る
。
軍
士
競
っ
て
嬰
兒
を
槊
末
に
貫
き
戲
れ
と
為
し
、
縱
恣
に
百
姓
を
淫
刑
し
之
を
苦
し
む
。
守
将
郭
亮
以
聞
す
る
や
、
劉
江

に
命
じ
て
軍
を
率
い
往
き
て
援
け
ん
と
す
。
上
、
之
に
戒
め
て
曰
く
、
敵
我
が
軍
の
至
る
を
聞
く
や
、
必
ず
遁
れ
て
山
海
に
回
る
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角逐―燕王軍と遼東軍と

も
慎
み
て
之
を
追
う
勿
れ
。
爾
永
平
に
月
余
留
ま
り
、
即
ち
盛
ん
に
旗
幟
を
張
り
隊
伍
を
整
飭
し
、
北
平
に
回
る
と
声
言
し
、
徐

行
す
る
こ
と
一
、二
程
に
し
て
、
旗
を
卷
き
甲
を
囊い

れ
、
夜
復
た
永
平
に
入
れ
。
彼
尔
の
北
平
に
還
る
を
聞
く
や
、
必
ず
復
た
来

寇
せ
ん
。
爾
師
を
出
し
奮
擊
せ
ば
必
ず
之
を
敗
ら
ん
、
と
。
永
平
に
至
る
や
、
敵
の
遁
る
こ
と
、
上
の
料
る
所
の
如
し
。
江
、
上

旨
の
如
く
稍
々
出
て
即
ち
還
る
や
、
敵
果
し
て
復
た
至
り
、
縱
に
昌
黎
県
を
掠
む
。
江
、
兵
で
出
し
掩
擊
し
之
を
大
い
に
敗
り
、

数
千
級
を
斬
首
、
馬
六
百
余
匹
を
獲
し
王
雄
等
を
生
擒
す
。
是
に
至
り
て
之
を
釈
し
遣
わ
し
て
帰
ら
し
む
。　

と
永
平
城
を
め
ぐ
る
戦
い
の
様
相
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
楊
文
が
率
い
た
遼
東
軍
は
、
永
平
城
を
包
囲
す
る
と
、
そ
の
一
部
を
な
す
遊

軍
は
近
隣
の
薊
州
・
遵
化
の
諸
郡
県
を
攻
略
し
、
住
民
を
さ
ん
ざ
ん
惨
虐
し
た
と
い
う
。
薊
州
は
順
天
府
の
東
二
〇
〇
里
、
遵
化
県
は

薊
州
の
治
所
の
東
一
二
〇
里
に
位
置
し
た
の
で（
1（
（

、
遵
化
・
薊
州
間
は
八
〇
里
、
わ
ず
か
約
四
四
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
る
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。
楊
文
率
い
る
遼
東
軍
の
遊
軍
は
、
北
平
の
近
く
ま
で
侵
攻
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
永
平
城
を
遼
東
軍
が
攻
め
て
き
た
と

い
う
情
報
は
、
い
ち
早
く
守
将
郭
亮
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
燕
王
は
永
平
城
を
救
援
す
る
た
め
劉
江
の
率
い
る
援
軍
を
差
し
向
け
た
。
燕

王
が
劉
江
に
授
け
た
戦
術
は
、

①
劉
江
が
永
平
城
救
援
に
向
か
う
こ
と
で
遼
東
軍
が
退
却
し
て
も
追
撃
し
て
は
い
け
な
い
。

②
永
平
城
に
一
ヶ
月
余
駐
屯
し
、
救
援
軍
の
整
備
に
時
間
を
費
や
し
、
北
平
に
回
軍
す
る
と
言
い
ふ
ら
せ
。

③
そ
し
て
、
旗
幟
を
巻
き
鎧
甲
を
仕
舞
っ
て
退
却
し
、
夜
半
に
再
度
永
平
城
に
入
り
、
遼
東
軍
の
重
来
を
待
て
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
劉
江
が
燕
王
に
指
示
さ
れ
た
通
り
の
軍
事
行
動
を
と
る
と
、
そ
の
陽
動
作
戦
に
引
っ
か
か
っ
た
遼
東
軍
は
ふ

た
た
び
永
平
府
治
の
東
南
八
〇
里
（
約
四
四
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
位
置
す
る
昌
黎
県
に
押
し
寄
せ
寇
略
し
た
が
、
出
軍
し
て
き
た
劉
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江
の
軍
に
大
敗
し
た（
11
（

。
後
に
釈
放
さ
れ
る
王
雄
等
は
こ
の
と
き
捕
虜
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
王
雄
は
本
稿
註
（
（（
）
で
ふ
れ
た
よ
う
に

洪
武
二
十
三
年
（
一
三
九
〇
）
五
月
に
広
寧
衛
が
設
置
さ
れ
た
と
き
指
揮
僉
事
に
任
じ
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
遼
東
都

司
所
属
の
衛
所
の
将
兵
は
建
文
政
権
軍
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
、
永
平
城
を
攻
撃
し
た
楊
文
の
遼
東
軍
は
遼
東
都
司
の
衛
所
官
軍
に

よ
っ
て
編
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
と
き
王
雄
等
を
釈
放
し
た
の
は
、「
奸
臣
朝
綱
を
乱
し
、
祖
法
を
壊
し
、
諸
王
を
屠
戮
し
、
将
に
宗
社
を
危
く
し
て
い
る
の
で
、

奸
臣
を
誅
し
て
禍
難
よ
り
救
い
、
骨
肉
を
保
全
し
も
っ
て
天
下
を
安
ん
ず
る
た
め
に
挙
兵
し
た
こ
と
」
を
楊
文
に
説
諭
さ
せ
る
た
め
で

あ
っ
た（

11
（

。
王
雄
等
の
釈
放
は
建
文
三
年
（
一
四
〇
一
）
十
一
月
二
十
六
日
、
劉
江
軍
と
遼
東
軍
と
が
昌
黎
県
で
血
戦
し
た
の
は
、『
明
史
』

巻
四
、
恭
閔
帝
本
紀
、
建
文
三
年
冬
十
月
十
一
月
壬
辰
（
八
日
）
の
条
に
、

遼
東
総
兵
官
楊
文
、
永
平
を
攻
む
。
劉
江
と
昌
黎
に
戦
う
に
及
ん
で
敗
績
す
。

と
み
え
る
の
で
、
十
一
月
八
日
で
あ
っ
た
。
王
雄
等
は
捕
虜
に
な
っ
て
か
ら
十
八
日
後
に
は
楊
文
の
も
と
に
帰
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

楊
文
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
後
も
遼
東
軍
を
率
い
て
燕
王
軍
と
交
戦
し
て
い
る
の
で
、
王
雄
等
を
介
し
て
の
燕
王
の
楊
文
説
諭

は
さ
し
た
る
効
果
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
燕
王
の
説
諭
を
持
ち
帰
っ
た
王
雄
の
方
は
、
永
楽
政
権
が
成
立
す
る

と
遼
東
都
司
都
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
て
い
る
の
で（
11
（

、
そ
の
後
の
戦
中
で
の
立
ち
位
置
が
窺
見
さ
れ
る
。

な
お
、
建
文
元
年
（
洪
武
三
十
二
・
一
三
九
九
）
と
同
三
年
（
洪
武
三
十
四
・
一
四
〇
一
）
に
お
け
る
遼
東
軍
の
永
平
城
包
囲
に
つ
い
て
は
、

『
平
涼
衛
選
簿
』（『
明
朝
档
案
』
第
五
六
冊
）
邵
泰
の
条
に
、
燕
王
軍
の
一
員
と
し
て
靖
難
の
役
に
従
軍
し
た
邵
礼
中
の
軍
歴
に
も
み
え
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角逐―燕王軍と遼東軍と

る
の
で
引
載
し
て
お
こ
う
。

邵
礼
中
、
無
為
州
の
人
。
呉
元
年
、
蒙
沈
指
揮
、
正
戸
の
魏
関
住
を
将
て
垜
集
充
軍
す
。
洪
武
元
年
、
北
平
等
処
に
克
ち
、
二
年
、

永
平
に
撥
せ
ら
れ
守
禦
す
。
三
年
、
小
旗
に
選
充
せ
ら
る
。
二
十
八
年
、
正
戸
の
残
疾
な
る
を
も
て
礼
中
代
役
す
。
二
十
八
年
、

併
も
て
小
旗
に
充
て
ら
る
。
三
十
二
年
、
遼
東
の
犯
城
の
軍
馬
を
殺
退
し
総
旗
に
陞
せ
ら
る
。
三
十
四
年
、
遼
東
の
軍
馬
を
殺
退

し
試
百
戸
に
陞
せ
ら
る
。
三
十
五
年
、
金
川
門
に
て
平
涼
衛
副
千
戸
に
陞
せ
ら
る
。

（
（
）　

通
州
・
直
沽
を
め
ぐ
っ
て　

通
州
は
二
ヶ
所
に
存
在
し
た
。
南
直
隷
揚
州
府
と
北
直
隷
順
天
府
と
に
で
あ
る
。
現
在
の
行
政
区
画
で
い
う
と
、
前
者
は
江
蘇
省
南

通
市
、
後
者
は
北
京
市
通
県
で
あ
る（
11
（

。
元
の
ク
ビ
ラ
イ
帝
は
郭
守
敬
に
命
じ
て
通
恵
河
を
開
掘
さ
せ
た
が
、
こ
の
通
恵
河
の
通
は
通
州

で
あ
る
。
通
恵
河
は
通
州
―
大
都
（
北
京
）
間
に
開
通
し
た
閘
門
式
（
水
門
で
落
差
調
整
）
運
河
で
あ
っ
た
。
全
長
約
九
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。

通
州
張
家
湾
―
北
京
間
に
限
定
す
れ
ば
、
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
し
か
な
い（
11
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
通
州
か
ら
大
都
へ
運
糧
が
き
わ
め
て
便

利
に
な
っ
た
。
正
統
十
四
年
（
一
四
四
九
）
八
月
十
五
日
に
起
き
た
土
木
の
変
後
の
十
月
に
也
先
（
エ
セ
ン
）
が
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
率
い
て

北
京
に
押
し
寄
せ
た
と
き
、
明
側
で
は
急
ぎ
衛
所
官
軍
を
遣
っ
て
通
州
に
備
蓄
し
て
あ
る
糧
百
万
を
都
城
に
運
び
込
ま
せ
た
が（
11
（

、
こ
れ

は
順
天
府
治
の
「
東
四
十
五
里
（
11
（

」、
約
二
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
き
わ
め
て
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
通
州
の
倉
厫
群
が
也
先
軍
に
よ
っ

て
攻
撃
さ
れ
、
焼
き
討
ち
に
遭
う
こ
と
を
懼
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

建
文
政
権
軍
の
勇
将
平
安
が
兵
一
〇
万
を
も
っ
て
か
か
る
通
州
を
攻
撃
し
て
き
た
の
は
、
建
文
四
年
（
一
四
〇
二
）
正
月
の
こ
と
で
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あ
っ
た
。『
国
朝
典
彙
』
巻
二
、
朝
端
大
政
、
靖
難
、
明
建
文
四
年
正
月
の
条
に
よ
る
と
、

平
安
、
兵
十
万
を
率
い
て
通
州
を
復
せ
ん
と
す
る
も
、
克
た
ず
。

と
あ
り
、『
革
除
遺
事
』
巻
四
、
平
安
の
条
に
は
、

壬
午
春
、
副
総
兵
に
充
て
ら
れ
、
遼
東
軍
十
万
を
率
い
て
通
州
を
囲
み
、
大
い
に
単
家
橋
に
戦
う
。

と
み
え
る
。
壬
午
が
建
文
四
年
（
洪
武
三
十
五
）、
西
暦
一
四
〇
二
年
で
あ
る
こ
と
、
平
安
の
率
い
る
兵
力
が
同
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

『
国
朝
典
彙
』
と
『
革
除
遺
事
』
の
記
事
は
互
い
に
照
応
し
て
い
る
と
考
え
て
も
詿
誤
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
平
安
軍
は
遼
東
軍

に
よ
っ
て
編
制
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
通
州
を
包
囲
し
た
遼
東
軍
と
通
州
の
救
援
に
出
軍
し
て
き
た
燕
王
軍
と
が
会
戦
し
た
の
は
単

家
橋
で
あ
っ
た
。
単
家
橋
は
『
読
史
方
輿
紀
要
』
巻
一
三
、
直
隷
四
、
河
間
府
、
献
県
の
条
に
、

単
家
橋
、
県
の
南
十
二
里
。
滹
沱
河
上
に
跨
り
、
行
旅
の
通
途
な
り
。
明
建
文
三
年
、
燕
王
、
平
安
等
を
単
家
橋
に
敗
る
。

と
あ
り
、
滹
沱
河
に
つ
い
て
は
同
じ
く
献
県
の
条
に
、「
県
の
西
南
十
八
里
」
と
あ
る
。
単
家
橋
は
河
間
府
献
県
を
流
れ
る
滹
沱
河
上

に
架
橋
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。『
読
史
方
輿
紀
要
』
は
、
単
家
橋
で
の
両
軍
の
衝
突
を
建
文
三
年
（
一
四
〇
一
）
に
作
っ
て
い
る
が
、
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角逐―燕王軍と遼東軍と

衝
突
年
次
が
建
文
三
年
（
一
四
〇
一
）
と
四
年
（
一
四
〇
二
）
の
二
種
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
衝
突
が
建
文
三
年
（
一
四
〇
一
）
暮
れ

か
ら
翌
年
正
月
に
か
け
て
と
、
年
を
跨
い
だ
結
果
で
は
な
い
か
と
思
量
さ
れ
る
。

さ
て
、『
太
宗
実
録
』
洪
武
三
十
五
年
十
一
月
丁
未
（
八
日
）
の
条
に
、

彭
城
衛
指
揮
使
朱
広
を
陞
し
て
山
東
都
指
揮
僉
事
と
為
し
、
羽
林
前
衛
（
指
揮
）
使
栗
義
を
山
西
都
指
揮
僉
事
と
為
す
。
其
の
隆

平
侯
張
信
の
直
沽
に
従
う
の
功
を
論
ず
る
な
り
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
靖
難
の
役
が
終
息
し
て
五
ヶ
月
が
経
過
し
た
十
一
月
に
、
直
沽
の
会
戦
で
隆
平
侯
張
信
に
従
行
し
て
と
も
に
戦
い

功
を
挙
げ
た
彭
城
衛
指
揮
使
朱
広
と
羽
林
前
衛
指
揮
使
栗
義
に
対
す
る
陞
進
記
事
で
あ
る
。
直
沽
は
『
読
史
方
輿
紀
要
』
巻
一
一
、
直

隷
二
、
順
天
府
、
通
州
、
武
清
県
の
条
に
、

直
沽
、
県
東
南
百
二
十
里
、
衛
河
・
白
河
・
丁
字
沽
、
此
に
合
流
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
通
州
武
清
県
の
東
南
一
二
〇
里
（
約
六
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
位
置
し
、
衛
河
・
白
河
・
丁
字
沽
の
三
つ
河
川
の
合
流

地
点
で
あ
っ
た
。
朱
広
・
栗
義
が
軍
功
を
挙
げ
た
直
沽
の
戦
い
は
、『
明
史
』
巻
四
、
恭
閔
帝
本
紀
、
建
文
四
年
五
月
癸
未
（
一
日
）
の

条
に
、
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楊
文
、
遼
東
兵
を
帥
い
て
済
南
に
赴
か
ん
と
し
、
直
沽
に
潰
ゆ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
建
文
四
年
（
洪
武
三
十
五
・
一
四
〇
二
）
五
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
遼
東
軍
は
楊
文
に
率
い
ら
れ
て
済
南
に
向
か
っ

て
い
た
が
、
直
沽
で
燕
王
軍
と
激
突
し
敗
北
を
喫
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、
衛
所
官
の
世
襲
簿
で
あ
る
衛
選
簿
に

も
記
述
が
散
見
す
る
。
ま
ず
、『
南
京
鷹
揚
衛
選
簿
』（『
明
朝
档
案
』
第
七
四
冊
）、
三
三
六
頁
、
鄭
質
の
条
に
は
、

鄭
質
、
年
十
六
歳
、
南
京
鷹
揚
衛
左
所
正
千
戸
に
係
る
。
原
籍
遼
省マ

マ陽
の
人
。
一
世
祖
鄭
栄
、
旧
名
小
童
、
洪
武
十
年
、
永
平
衛

前
所
軍
に
従
う
。
三
十
二
年
、
奉
天
征
討
す
。
三
十
三
年
、
済
南
の
功
も
て
小
旗
に
陞
せ
ら
る
。
三
十
四
年
、
藁
城
の
功
も
て
試

百
戸
に
陞
せ
ら
る
。
三
十
五
年
、
直
沽
に
至
り
追
っ
て
遼
東
軍
馬
を
退
く
。
永
楽
二
年
、
永
平
衛
前
所
正
千
戸
に
陞
せ
ら
る
。

と
み
え
る
。
遼
陽
出
身
で
永
平
衛
の
軍
士
で
あ
っ
た
鄭
栄
は
、
靖
難
の
役
当
初
か
ら
燕
王
軍
の
一
員
と
し
て
活
躍
し
、
永
楽
二
年

（
一
四
〇
四
）
に
は
永
平
衛
正
千
戸
に
陞
進
し
て
い
る
が
、
洪
武
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
に
お
け
る
直
沽
で
の
遼
東
軍
と
の
戦
い
に
お

い
て
も
功
を
挙
げ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、『
南
京
錦
衣
衛
選
簿
』（『
明
朝
档
案
』
第
七
三
冊
）、
一
二
二
頁
、
劉
学
武
の
条
に
、

劉
寛
、
大
興
県
の
人
。
洪
武
三
十
二
年
、
自
ら
報
効
せ
ん
こ
と
を
願
う
。
燕
山
右
護
衛
中
右
所
小
旗
に
充
て
ら
る
。
西
水
寨
に
攻

使
し
、
本
所
試
百
戸
に
陞
せ
ら
る
。
三
十
五
年
、
直
沽
に
て
戦
勝
す
。
永
楽
二
年
、
金
吾
右
衛
中
右
所
正
千
戸
に
陞
せ
ら
る
。
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角逐―燕王軍と遼東軍と

と
あ
り
、
北
直
隷
保
定
府
大
興
県
の
人
で
、
燕
王
が
挙
兵
し
た
洪
武
三
十
二
年
（
一
三
九
九
）
に
志
願
し
て
燕
王
軍
に
加
わ
り
、
燕

王
軍
の
中
核
を
な
す
燕
山
右
護
衛
の
小
旗
に
充
て
ら
れ
た
劉
寛
も
、
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
に
お
け
る
直
沽
の
戦
い
で
戦
勝
す
る
と

い
う
功
を
挙
げ
た
と
い
う
。
こ
の
劉
寛
の
記
事
で
は
遼
東
軍
の
三
文
字
を
欠
く
が
、
こ
れ
も
ま
た
遼
東
軍
と
燕
王
軍
と
の
会
戦
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
そ
の
年
次
か
ら
み
て
明
白
で
あ
る
。　

楊
文
が
遼
東
軍
を
率
い
て
直
沽
に
侵
出
し
て
き
た
こ
と
は
、『
国
朝
典
彙
』
巻
二
、

朝
端
大
政
、
靖
難
、
明
建
文
四
年
五
月
の
条
に
、

五
月
、
遼
東
兵
、
直
沽
に
潰
ゆ（
11
（

。
初
め
北
兵
、
南
来
す
る
や
、
上
、
斉
・
黃
の
謀
を
用
い
て
遼
兵
十
万
を
調
し
済
南
に
至
り
て
鉄

鉉
と
合
し
、
以
て
北
兵
を
絶
た
ん
と
す
。
後
に
総
兵
官
楊
文
、
之
を
帥
い
て
直
沽
に
至
り
、
燕
将
宋
貴
等
と
遇
い
截
殺
し
、
遂
に

潰
え
、
竟
に
一
も
済
南
に
至
る
者
無
し
。

と
み
え
る
。
建
文
帝
は
斉
泰
・
黄
子
澄
の
策
を
採
用
し
、
動
員
し
た
遼
東
軍
一
〇
万
を
山
東
の
済
南
で
鉄
鉉
率
い
る
建
文
政
権
軍
と
合

流
さ
せ
、
燕
王
の
南
進
を
く
い
止
め
よ
う
と
し
た
の
で（
11
（

、
楊
文
は
遼
東
軍
を
率
い
て
済
南
に
向
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
通
州
武
清
県
に

在
る
直
沽
で
燕
王
軍
と
遭
遇
し
て
潰
滅
し
、
一
人
と
し
て
済
南
に
辿
り
着
い
た
者
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
最
後
の
文
言
は
い
さ
さ
か

大
仰
で
あ
る
が
、
直
沽
で
敗
北
し
た
た
め
、
済
南
の
鉄
鉉
の
も
と
に
無
事
到
着
し
た
遼
東
軍
が
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
け

は
事
実
で
あ
ろ
う
。
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（
（
）　

保
定
を
め
ぐ
っ
て

建
文
三
年
（
一
四
〇
一
）
七
月
、
建
文
政
権
軍
の
大
同
都
指
揮
房
昭
が
北
直
隷
保
定
府
易
県
西
八
〇
里
（
約
四
四
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

に
在
る
紫
荊
関
か
ら
侵
入
し
て
保
定
の
諸
県
を
侵
略
し
、
峻
険
な
山
容
の
西
水
寨
に
拠
っ
て
い
る
と
い
う
諜
報
を
手
に
し
た
燕
王
は
、

「
保
定
は
北
平
股
肱
の
郡
た
り
。
豈
に
援
け
ざ
る
べ
け
ん
や
」
と
言
い
、
西
水
寨
攻
略
に
軍
を
集
中
す
る
た
め
に
河
南
彰
徳
に
進
め
て

い
た
軍
を
返
し
た
。
以
後
、
燕
王
は
西
水
寨
攻
略
に
兵
力
を
傾
注
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
惟
だ
一
径
の
み
攀
援
し
て
上
る
べ
し
」

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
水
寨
は
険
隘
で
あ
り
、
こ
こ
を
陥
落
さ
せ
る
の
は
時
間
を
要
し
た
。
燕
王
軍
が
勝
利
し
て
北
平
に
帰
還

し
た
の
は
同
年
十
月
二
十
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た（

1（
（

。
西
水
寨
を
陥
落
さ
せ
る
の
に
三
ヶ
月
を
要
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
半
年
を

経
た
翌
建
文
四
年
（
一
四
〇
二
）
四
月
、
遼
東
軍
は
燕
王
が
「
北
平
股
肱
の
郡
」
と
言
っ
た
保
定
を
包
囲
し
た
。『
国
榷
』
巻
一
二
、
恵

宗
建
文
四
年
四
月
乙
亥
（
二
十
三
日
）
の
条
に
、

遼
東
諸
将
、
燕
の
保
定
を
囲
む
。
四
十
日
を
積
ぬ
る
も
克
た
ず
、
乃
ち
還
る
。

と
あ
り
、
保
定
城
の
包
囲
は
四
十
日
に
及
ん
だ
が
攻
略
で
き
ず
回
軍
し
た
と
い
う
。
保
定
府
は
北
平
と
石
家
荘
の
間
に
位
置
し
、
京
師

北
京
か
ら
南
三
五
〇
里
（
約
一
九
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
在
る（
11
（

。
現
在
は
保
定
市
に
な
っ
て
お
り
、
北
京
か
ら
一
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に

在
り
、
高
速
鉄
道
で
は
北
京
か
ら
保
定
駅
ま
で
四
〇
分
で
あ
る（
11
（

。

遼
東
の
諸
将
が
保
定
城
を
四
十
日
に
亘
っ
て
包
囲
し
た
と
い
う
記
録
は
、
管
見
に
よ
る
か
ぎ
り
で
は
上
記
の
『
国
榷
』
に
み
え
る
だ

け
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
『
保
定
中
衛
選
簿
』、『
保
定
左
衛
選
簿
』（
と
も
に
『
明
朝
档
案
』
第
六
八
冊
に
所
収
）
に
は
こ
の
遼
東
軍
の
保
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角逐―燕王軍と遼東軍と

定
城
包
囲
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
文
言
が
数
多
あ
る
。
あ
ま
り
に
多
く
頻
出
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
『
保
定
中

衛
選
簿
』
に
み
え
る
諸
事
例
に
限
定
し
て
一
覧
に
す
る
と
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

№　

当
事
者 

出
身
地 

職
官 

記
事 

掲
載
頁

0（　

滕
斌 
完
県 

保
定
中
衛
副
千
戸 

参
拾
伍
年
、
殺
退
賊
軍 

三
五
九

0（　

張
保
林 
満
城
県 

保
定
中
衛
百
戸 

参
拾
伍
年
、
賊
軍
二
次
犯
城
、
戦
勝 

三
六
二

0（　

燕
仕
敬 
清
苑
県 

保
定
中
衛
百
戸 

参
拾
伍
年
、
賊
軍
犯
城
、
出
北
門
拒
敵 

三
七
〇

0（　

呂
弘 

完
県 

保
定
中
衛
百
戸 

参
拾
伍
年
、
賊
軍
犯
城 

三
七
二

0（　

盛
友 

真
定
県 

保
定
中
衛
総
旗  

参
拾
伍
年
、
賊
軍
犯
城
、
出
戦 

三
八
二

0（　

賈
従
道 

渉
県 
保
定
中
衛
百
戸 

参
拾
伍
年
、
貳
次
賊
軍
犯
城
、
拒
敵 

三
八
三

0（　

鍾
来
興 

永
平
県 
保
定
中
衛
総
旗 

三
十
五
年
、
奪
橋
交
戦
、
陞
本
所
試
百
戸
事
、

 
 

 

賊
軍
復
犯
本
城
、
往
来
節
応
故 

三
八
七

0（　

孫
得 

満
城
県 

保
定
中
衛
所
鎮
撫 

三
十
五
年
、
賊
軍
犯
城
、
在
東
北
貳
門
、
奪
橋
対
敵 

三
八
八

0（　

郭
弘 

満
城
県 

保
定
中
衛
百
戸 

参
拾
伍
年
、
賊
軍
貳
次
犯
城
、
拒
敵
固
守 

三
九
一

（0　

王
玘 

開
州 

保
定
中
衛
試
百
戸 

三
十
五
年
、
賊
軍
犯
城 

三
九
二

（（　

李
整 

満
城
県 

保
定
中
衛
総
旗 
三
十
五
年
、
賊
軍
二
次
犯
城
、
堅
守
接
応 

三
九
四

（（　

陳
得
名 

武
進
県 

保
定
中
衛
総
旗 
参
拾
伍
年
、
賊
軍
二
次
犯
城 

三
九
八

（（　

劉
実 

完
県 

保
定
中
衛
総
旗 
参
拾
伍
年
、
賊
軍
犯
城
、
出
東
北
等
門
奪
橋 

三
九
九

（（　

劉
銘 

満
城
県 

保
定
中
衛
軍 

三
十
五
年
、
賊
軍
囲
城
、
獲
賊
首
壱
顆 

四
〇
八

（（　

趙
謙 

平
谷
県 

保
定
中
衛
試
百
戸 

三
十
五
年
、
賊
軍
犯
城 

四
一
〇

（（　

張
礼 

丹
徒
県 

保
定
中
衛
副
千
戸 

三
十
五
年
、
賊
軍
二
次
犯
城
、
往
来
接
応
戦
勝 

四
一
一

（（　

劉
順 

清
苑
県 

保
定
中
衛
総
旗 

三
十
五
年
、
賊
軍
犯
城
、
出
東
北
二
門
奪
橋
、

 
 

 

陞
保
定
中
衛
中
所
百
戸
、
復
犯
本
城
、
往
来
殺
退
固
守 

四
一
二
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（（　

曹
得
雲 

武
安
県 

保
定
中
衛
百
戸 

三
十
五
年
、
賊
軍
犯
城
、
奪
橋
殺
敗
賊
軍 

四
一
六

（（　

陳
興 

灤
州 

任
保
定
糴
粮 

三
十
五
年
、
賊
軍
犯
城
、
往
来
接
応
拒
敵 

四
一
七

（0　

郝
恕 

清
苑
県 

保
定
中
衛
総
旗 

三
十
五
年
、
賊
軍
貳
次
犯
城
、
拒
敵
固
守 

四
二
二

（（　

孫
傑 

武
安
県 

保
定
中
衛
百
戸 

三
十
五
年
、
殺
敗
犯
城
賊
軍  

四
三
〇

（（　

牛
林 

定
譲
県 

保
定
中
衛
百
戸 

三
十
五
年
、
賊
軍
犯
城
、
出
門
殺
敗
賊
衆 

四
三
一

（（　

石
弼 

清
苑
県 

保
定
中
衛
百
戸 

参
拾
伍
年
、
賊
軍
犯
城
、
獲
頭
功 

四
四
四

（（　

劉
忠 
陽
曲
県 

保
定
中
衛
百
戸 

参
拾
伍
年
、
殺
敗
犯
城
賊
軍 

四
四
七

（（　

劉
孝
宗 
完
県 

保
定
中
衛
百
戸 

三
十
五
年
、
賊
軍
犯
城
、
下
城
対
敵 

四
四
八

（（　

斉
士
通 

完
県 

保
定
中
衛
百
戸 

参
拾
伍
年
、
賊
軍
貳
次
犯
城
、
敵
退 

四
四
九

（（　

李
斌 

平
遙
県 

保
定
中
衛
百
戸 

参
拾
伍
年
、
賊
軍
犯
城
、
出
東
北
二
門
、
奪
橋
頭
功 

四
五

（（
　
即
栄 

完
県  
保
定
中
衛
総
旗 

参
拾
伍
年
、
殺
賊
犯
城
賊
軍
、
陞
試
百
戸
、
賊
軍
復
犯
城
対
敵 

四
五
六

（（　

張
興 

完
県 
保
定
中
衛
総
旗 

参
拾
伍
年
、
賊
軍
犯
城
、
殺
退 

四
五
九

以
上
の
二
九
例
に
共
通
す
る
の
は
、
参
拾
伍
（
三
十
五
）
年
と
い
う
年
次
、
賊
軍
、
犯
城
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
犯
城
の
城
と
は
保

定
城
で
あ
り
、
№
（（
等
に
み
え
る
東
北
二
門
は
保
定
城
の
城
門
を
指
し
て
い
る
。
燕
王
は
靖
難
の
役
が
始
ま
る
と
、
招
募
や
垜
充
で
集

め
た
軍
士
を
収
容
す
る
た
め
に
、
保
定
城
に
保
定
中
衛
・
保
定
左
衛
・
保
定
右
衛
・
保
定
前
衛
・
保
定
後
衛
の
五
衛
を
設
置
し
た（
11
（

。
洪

武
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
に
賊
軍
が
保
定
城
を
包
囲
し
た
と
き
、
城
内
の
保
定
中
衛
・
保
定
左
衛
な
ど
は
そ
の
賊
軍
と
激
突
し
た
の

で
あ
る
。
賊
軍
と
い
う
表
記
は
、
衛
選
簿
に
お
い
て
広
汎
に
頻
出
す
る
も
の
で
は
な
い
。『
保
定
中
衛
選
簿
』
と
『
保
定
左
衛
選
簿
』

に
は
、
洪
武
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
に
関
連
し
て
の
み
頻
出
す
る
。

燕
王
軍
は
洪
武
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
四
月
十
四
日
に
は
南
直
隷
鳳
陽
府
宿
州
霊
璧
県
付
近
の
小
河
（
睢
水
・
濉
水
）
の
北
に
到
着
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角逐―燕王軍と遼東軍と

し
て
い
た
。
そ
の
翌
日
、
こ
こ
で
建
文
政
権
軍
と
激
突
し
た
。
さ
ら
に
同
月
二
十
二
日
に
は
霊
璧
県
治
の
西
北
三
〇
里
に
あ
る
斉
眉
山

で
徐
輝
祖
の
軍
に
破
れ
て
い
る（
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
と
き
燕
王
軍
は
淮
河
渡
河
の
寸
前
で
あ
り
、
保
定
城
の
救
援
に
向
か
う
に
は
時

間
的
に
も
物
理
的
に
も
不
可
能
で
あ
り
、
保
定
城
包
囲
の
賊
軍
に
は
保
定
五
衛
の
将
兵
が
連
携
し
て
防
禦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。『
保
定
中
衛
選
簿
』
と
『
保
定
左
衛
選
簿
』
で
は
保
定
城
を
包
囲
し
た
賊
軍
の
素
性
を
明
示
す
る
文
言
が
欠
如
す
る
が
、『
金
吾
右

衛
選
簿
』（『
明
朝
档
案
』
第
五
〇
冊
）
三
九
二
頁
、
張
拆
の
条
に
、

張
興
、
年
二
十
五
歳
、
山
後
宜
興
州
の
人
。
叔
張
伯
家
児
有
り
、
洪
武
五
年
、
帰
付
し
大
興
右
衛
軍
に
充
て
ら
る
。
疾
も
て
興
を

将
て
代
役
せ
し
む
。
洪
武
三
十
三
年
、
白
溝
河
・
済
南
に
て
小
旗
に
陞
せ
ら
る
。
三
十
四
年
、
夾
河
・
藁
城
に
て
総
旗
に
陞
せ
ら

る
。
三
十
五
年
、
藁
城
を
銷
し
、
試
百
戸
に
陞
せ
ら
る
。
保
定
に
接
応
し
遼
東
軍
馬

0

0

0

0

を
追
趕
す
。
永
楽
二
年
、
金
吾
右
衛
後
所
副

千
戸
に
陞
せ
ら
る
。

と
あ
り
、
洪
武
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
と
保
定
に
関
連
し
て
遼
東
軍
馬
の
名
が
み
え
る
。
こ
れ
が
洪
武
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
に
保

定
に
現
れ
た
遼
東
軍
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
こ
の
文
言
は
、『
保
定
中
衛
選
簿
』
な
ど
に
み
え
る
「
賊
軍
」
と
『
国
榷
』

に
み
え
る
「
遼
東
諸
将
」
と
を
繫
ぐ
接
着
剤
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
靖
難
の
役
の
最
終
局
面
に
な
っ
て
の
遼
東
軍
の
保
定
城
包
囲
は
、
建
文
政
権
側
が
燕
王
軍
の
南
進
を
減
速
さ
せ

る
た
め
に
行
っ
た
作
戦
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
城
内
の
保
定
五
衛
の
将
兵
の
奮
闘
で
保
定
城
は
死
守
さ
れ
、
遼
東
軍
は
四
十
日

に
亘
る
包
囲
を
解
き
回
軍
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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お 

わ 

り 

に

大
寧
の
寧
王
府
と
広
寧
の
遼
王
府
は
、
靖
難
の
役
が
起
き
る
と
、
北
平
王
府
の
後
背
に
位
置
す
る
た
め
燕
王
と
建
文
政
権
と
の
間
で

取
り
合
い
に
な
っ
た
。
南
京
の
建
文
政
権
は
、
寧
王
と
遼
王
と
に
南
京
へ
の
召
還
命
令
を
出
し
た
。
遼
王
は
そ
れ
に
応
じ
て
い
ち
早
く

南
京
に
帰
朝
し
た
が
、
寧
王
は
燕
王
軍
の
攻
略
を
受
け
て
、
そ
の
麾
下
に
入
っ
た
。
遼
東
都
司
下
の
遼
東
軍
は
遼
王
の
京
師
へ
の
帰
還

前
か
ら
建
文
政
権
軍
の
別
働
隊
と
し
て
燕
王
軍
と
敵
対
し
た
。
遼
東
軍
は
、
永
平
・
通
州
・
直
沽
・
保
定
な
ど
に
侵
攻
し
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
の
侵
攻
先
は
点
と
線
が
連
結
し
て
靖
難
の
役
の
戦
局
を
転
換
さ
せ
る
ほ
ど
の
軍
事
的
衝
撃
を
燕
王
軍
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。

靖
難
の
役
が
終
結
す
る
と
、
遼
東
に
は
そ
の
直
後
の
洪
武
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
八
月
一
日
に
左
軍
都
督
府
左
都
督
劉
貞
が
送
り

込
ま
れ
、
遼
東
都
司
所
属
衛
の
軍
馬
は
そ
の
節
制
下
に
置
か
れ
た（
11
（

。
こ
れ
は
初
代
鎮
守
遼
東
の
任
命
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
一
ヶ
月

後
の
九
月
八
日
に
は
薛
貴
（
脱
火
赤
）
が
遼
東
都
司
都
指
揮
使
に
任
用
さ
れ
た（
11
（

。
こ
れ
ま
で
燕
王
軍
と
敵
対
し
て
き
た
遼
東
に
対
し
て
、

ま
ず
は
鎮
守
遼
東
―
遼
東
都
司
都
指
揮
使
と
い
う
遼
東
軍
政
の
人
事
体
制
が
整
備
さ
れ
た
。
さ
ら
に
燕
王
軍
の
全
国
的
規
模
で
の
配
置

転
換
に
と
も
な
い
、
遼
東
の
諸
衛
に
対
し
て
も
燕
王
軍
の
移
衛
が
行
わ
れ
た（
11
（

。
こ
う
し
た
遼
東
の
軍
勢
取
り
込
み
工
作
の
効
果
は
、
早

く
も
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
に
は
現
れ
、
遼
東
諸
衛
に
よ
っ
て
哈
剌
温
（
フ
ラ
ウ
ン
）
方
面
な
ど
女
直
（
ジ
ュ
シ
ェ
ン
）
に
対
す
る
招
諭

活
動
が
活
発
化
し
た
の
で
あ
る（
11
（

。
奴
児
干
招
撫
に
活
躍
し
て
著
名
な
太
監
亦
失
哈
（
イ
シ
ハ
）
の
第
一
次
遠
征
は
永
楽
九
年
（
一
四
一
一
）

の
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
が（
11
（

、
太
祖
洪
武
帝
の
対
外
経
略
を
継
承
し
た
永
楽
帝
の
満
州
経
営
は
、
亦
失
哈
の
遠
征
以
前
、
す
な
わ
ち
靖
難
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の
役
に
勝
利
し
て
遼
東
を
勢
力
下
に
取
り
込
ん
だ
段
階
か
ら
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
遼
東
諸
衛
に
よ
る
女
直
招
諭
の
具
体

様
相
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
機
会
を
も
ち
た
い
。

註
（
１
） 

拙
著
『
明
代
異
国
情
報
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
年
）「
第
二
章　

明
・
朝
鮮
間
の
情
報
伝
達
―
靖
難
の
役
情
報
の
質
と
量
―
」
参
照
。

（
２
） 

『
定
宗
恭
靖
王
実
録
』
卷
三
、
庚
辰
二
年
春
正
月
丙
寅
朔
の
条
。

（
３
） 

荷
見
守
義
『
明
代
遼
東
と
朝
鮮
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
年
）「
序
言
」
七
頁
。

（
４
） 

拙
著
『
明
代
建
文
朝
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
）、
拙
稿
「
小
河
の
会
戦
と
安
順
侯
脱
火
赤
―
「
成
祖
四
駿
図
」
に
よ
せ
て
―
」

（『
人
文
研
紀
要
』
第
九
七
号
、
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
５
） 

牛
平
漢
編
著
『
明
代
政
区
沿
革
綜
表
』（
中
国
地
図
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
四
一
一
―
四
一
六
頁
。

（
６
） 

以
上
は
『
太
祖
実
録
』
洪
武
十
年
二
月
癸
亥
の
条
、
同
十
一
年
正
月
甲
戌
朔
の
条
、
同
二
十
五
年
三
月
庚
寅
の
条
に
拠
る
。

（
７
） 

同
右
書
、
洪
武
二
十
六
年
正
月
癸
亥
の
条
。

（
８
） 

同
右
書
、
洪
武
二
十
六
年
九
月
乙
卯
の
条
。

（
９
） 

同
右
書
、
洪
武
二
十
七
年
十
月
己
卯
の
条
。

（
（0
） 

同
右
書
、
洪
武
二
十
八
年
四
月
辛
未
の
条
。

（
（（
） 

同
右
書
、
洪
武
二
十
五
年
三
月
庚
寅
の
条
。

（
（（
） 

広
寧
三
護
衛
の
設
置
に
関
し
て
、
清
初
の
楊
賓
の
『
柳
辺
紀
略
』
巻
一
に
、「
明
洪
武
二
十
五
年
、
遼
王
を
封
建
し
広
寧
護
衞
を
置
く
。

二
十
六
年
、
改
め
て
広
寧
衞
と
為
し
、
又
広
寧
前
屯
衞
・
広
寧
右
屯
衞
を
置
く
。
二
十
七
年
、
又
広
寧
中
護
衞
を
置
く
。
二
十
八
年
、
広
寧
左
・

右
護
衞
を
置
く
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
広
寧
中
護
衛
は
洪
武
二
十
七
年
（
一
三
九
四
）
の
、
広
寧
左
護
衛
・
右
護
衛
は
同

二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
の
設
置
に
な
る
。
広
寧
左
護
衛
と
右
護
衛
は
、『
太
祖
実
録
』
も
洪
武
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
四
月
に
設
置
と
し

て
い
る
の
で
齟
齬
は
な
い
。
一
方
広
寧
中
護
衛
の
設
置
時
期
に
つ
い
て
、『
太
祖
実
録
』
で
は
洪
武
二
十
四
年
（
一
三
九
一
）
五
月
と
し
て
い
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る
か
ら
、『
柳
辺
紀
略
』
の
記
述
と
明
確
な
齟
齬
が
あ
る
。『
柳
辺
紀
略
』
が
洪
武
二
十
七
年
（
一
三
九
四
）
と
し
た
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
が
、

広
寧
衛
の
設
置
を
洪
武
二
十
六
年
（
一
三
九
三
）
と
す
る
の
も
ま
た
根
拠
不
明
で
あ
る
。
広
寧
衛
に
つ
い
て
は
、『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
三

年
五
月
庚
申
（
二
十
八
日
）
の
条
に
掲
出
し
て
、「
遼
東
に
広
寧
衛
指
揮
使
司
を
置
き
、
王
雄
を
以
て
指
揮
僉
事
と
為
す
」
と
し
て
い
て
、『
太

祖
実
録
』
と
『
柳
辺
紀
略
』
の
記
述
は
か
み
合
わ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
柳
辺
紀
略
』
に
み
え
る
広
寧
中
護
衛
設
置
の
年
次
に
関
わ

る
記
述
に
は
疑
問
が
残
る
。 

（
（（
） 

松
本
隆
晴
『
明
代
北
辺
防
衛
体
制
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）「
第
一
章　

明
代
前
期
の
北
辺
防
衛
と
北
京
遷
都
」
三
頁
、
吉
野

正
史
「
永
楽
帝
の
大
寧
放
棄
を
め
ぐ
る
「
言
説
」
と
「
事
実
」
―
長
期
的
視
点
か
ら
み
た
明
朝
北
辺
政
策
研
究
の
構
築
に
む
け
て
―
」『
宋
代

史
か
ら
考
え
る
』
編
集
委
員
会
編
『
宋
代
史
か
ら
考
え
る
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
三
一
三
頁
。

（
（（
） 

寧
王
府
が
燕
王
軍
に
攻
撃
さ
れ
た
の
は
建
文
元
年
（
一
三
九
九
）
十
月
六
日
、
こ
の
攻
略
後
、
建
文
政
権
に
よ
っ
て
削
奪
さ
れ
、
そ
の
ま
ま

城
中
に
留
ま
っ
て
い
た
営
州
三
護
衛
の
将
兵
は
燕
王
軍
に
帰
し
た
。
燕
王
軍
が
寧
王
権
を
擁
衛
し
て
北
平
へ
回
還
し
た
の
は
、
同
月
十
八
日
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
以
上
は
、『
太
宗
実
録
』
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
元
年
十
月
壬
寅
の
条
、
同
月
甲
寅
の
条
参
照
。

（
（（
） 

同
右
書
、
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
元
年
十
二
月
丁
酉
朔
の
条
。

（
（（
） 

同
右
書
、
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
元
年
九
月
戊
寅
の
条
。

（
（（
） 

同
右
書
、
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
元
年
九
月
丙
戌
の
条
。

（
（（
） 

『
奉
天
靖
難
記
』
を
収
録
す
る
『
国
朝
典
故
』
は
、
当
該
書
に
関
し
て
、「
今
明
太
宗
実
録
巻
一
至
九
即
在
此
書
基
礎
上
増
改
而
成
。」（
二
一
八

頁
）
と
し
て
い
る
。

（
（（
） 

王
崇
武
『
明
本
紀
校
注
・
明
奉
天
史
事
考
証
稿
合
集
』（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
、
中
華
民
国
六
十
四
年
）
二
三
一
頁
。

（
（0
） 

広
西
に
流
さ
れ
た
呉
高
は
靖
難
の
役
が
終
結
し
、
永
楽
帝
が
即
位
す
る
と
広
西
か
ら
召
還
さ
れ
、
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
三
月
か
ら
同

十
二
年
（
一
四
一
四
）
閏
九
月
ま
で
十
一
年
の
間
、
大
同
の
鎮
守
総
兵
官
に
任
用
さ
れ
た
。（
張
徳
信
著
『
明
代
職
官
年
表　

第
三
冊
』（
黄
山

書
社
、
二
〇
〇
九
年
）「
鎮
守
総
兵
官
年
表
」
参
照
）。
燕
王
は
呉
高
の
力
量
を
一
定
程
度
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
（（
） 

『
大
明
一
統
志
』
巻
一
、
順
天
府
、
建
置
沿
革
。

（
（（
） 

昌
黎
県
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
同
右
。

（
（（
） 

『
太
宗
実
録
』
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
三
年
十
一
月
甲
戌
の
条
。
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角逐―燕王軍と遼東軍と

（
（（
） 

た
だ
、
永
楽
二
十
二
年
（
一
四
二
四
）
八
月
に
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
楊
木
答
兀
が
逃
走
す
る
事
件
を
惹
起
す
る
と
、
そ
の
責
任
が
問
わ
れ
て

登
州
衛
指
揮
僉
事
に
降
格
さ
れ
た
（『
太
宗
実
録
』
永
楽
二
十
二
年
八
乙
丑
の
条
）。
楊
木
答
兀
に
つ
い
て
は
、
河
内
良
弘
『
明
代
女
真
史
の
研

究
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
二
年
）「
第
Ⅰ
部
第
三
章　

楊
木
答
兀
の
事
件
に
つ
い
て
」
の
専
論
が
あ
る
。　

（
（（
） 
前
掲
『
明
代
政
区
沿
革
綜
表
』
八
頁
、
三
六
頁
。

（
（（
） 
新
宮
学
『
明
清
都
市
商
業
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
）「
第
一
部
第
三
章　

通
州
・
北
京
間
の
物
流
と
在
地
社
会
」
八
〇
頁
、

お
よ
び
「
附
編
３　

４
呉
仲
撰
『
通
恵
河
志
』
に
つ
い
て
」
三
八
九
頁
。

（
（（
） 

鄭
暁
『
今
言
』
巻
一
。 　

（
（（
） 

註
（
（（
）
に
同
じ
。

（
（（
） 

「
遼
東
兵
、
潰
於
直
沽
」
の
文
言
は
、
崇
禎
刊
本
を
底
本
と
し
て
い
る
『
国
学
史
学
叢
書
初
編
』（
学
生
書
局
）
所
収
の
『
国
朝
典
彙
』
に
は

な
い
。

（
（0
） 

『
国
朝
典
彙
』
は
斉
泰
・
黄
子
澄
が
遼
東
軍
の
動
員
作
戦
を
建
文
帝
に
献
策
し
た
と
す
る
が
、
こ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
。
靖
難
の
役
当
初
は

こ
の
二
人
が
戦
争
を
指
導
し
て
い
た
が
、
彼
我
の
兵
力
を
比
較
し
て
圧
倒
的
有
利
な
軍
勢
を
有
す
る
建
文
政
権
軍
が
燕
王
軍
に
敗
北
す
る
と
露

ほ
ど
も
思
っ
て
い
な
い
建
文
帝
は
、
戦
局
が
芳
し
く
な
い
の
に
業
を
煮
や
し
て
、
ほ
ど
な
く
二
人
を
解
任
し
た
。
靖
難
の
役
終
盤
の
建
文
三
年

（
一
四
〇
一
）
閏
三
月
か
ら
四
年
（
一
四
〇
二
）
六
月
の
間
の
戦
争
指
導
体
制
は
方
孝
孺
―
盛
庸
で
あ
っ
た
。
済
南
へ
の
遼
東
軍
動
員
作
戦
が

行
わ
れ
た
建
文
四
年
（
一
四
〇
二
）
五
月
に
は
、
蘇
州
知
府
姚
善
は
戦
局
の
不
利
を
切
り
抜
け
る
切
り
札
と
し
て
黄
子
澄
を
起
用
す
べ
き
だ
と

主
張
し
た
が
、
方
孝
孺
は
自
分
の
立
場
を
危
う
く
す
る
黄
子
澄
の
返
り
咲
き
に
反
対
し
、
そ
の
再
起
用
を
阻
止
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、

遼
東
軍
の
動
員
作
戦
を
建
文
帝
に
献
策
し
た
の
は
、
斉
泰
―
黄
子
澄
ラ
イ
ン
で
は
な
く
、
方
孝
孺
―
盛
庸
ラ
イ
ン
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
。
靖
難
の
役
期
の
建
文
政
権
の
指
導
体
制
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
『
明
代
建
文
朝
史
の
研
究
』「
第
五
章　

靖
難
の
役
と
建
文
政
権
の
対
応
」

を
、
方
孝
孺
が
黄
子
澄
の
再
起
用
を
阻
止
し
た
一
件
は
拙
稿
「
洪
武
三
十
五
年
の
燕
王
渡
江
と
江
北
の
人
々
―
と
く
に
『
高
郵
衛
選
簿
』
に
み

え
る
事
例
を
中
心
に
―
」（『
人
文
研
紀
要
』
第
九
四
号
、
二
〇
一
九
年
）
八
五
―
八
六
頁
。

（
（（
） 

燕
王
軍
の
西
水
寨
攻
略
の
顚
末
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
燕
王
軍
と
河
南
彰
徳
―
と
く
に
燕
王
軍
の
彰
徳
攻
略
と
そ
の
戦
略
的
意
義
に
つ
い
て

―
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
史
学
第
六
五
号
、
二
〇
二
〇
年
）
一
四
二
―
一
四
七
頁
参
照
。

（
（（
） 

『
大
明
一
統
志
』
巻
一
、
保
定
府
。
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（
（（
） 

鳥
取
県
米
子
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
友
好
都
市
（
中
国
・
河
北
省
保
定
市
）。

（
（（
） 

拙
稿
「
燕
王
軍
の
招
募
と
華
北
の
人
々
―
靖
難
の
役
に
お
け
る
燕
王
軍
兵
力
の
供
給
源
に
関
し
て
―
」（
妹
尾
達
彦
編
著
『
ア
フ
ロ
・
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
の
都
市
と
社
会
』
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
二
〇
年
）
三
七
三
頁
。

（
（（
） 
前
掲
拙
稿
「
小
河
の
会
戦
と
安
順
侯
脱
火
赤
―
「
成
祖
四
駿
図
」
に
よ
せ
て
―
」。

（
（（
） 

『
太
宗
実
録
』
洪
武
三
十
五
年
八
月
壬
子
朔
の
条
。
な
お
、
劉
貞
は
劉
真
と
も
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
間
々
あ
る
。
そ
の
軍
歴
・
官
歴
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
明
代
蜀
王
府
と
成
都
三
護
衛
―
と
く
に
護
衛
返
上
・
衛
所
官
配
転
・
軍
事
活
動
を
中
心
に
―
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
史

学
第
六
〇
号
、
二
〇
一
五
年
）
四
六
―
五
七
頁
。

（
（（
） 

『
太
宗
実
録
』
洪
武
三
十
五
年
九
月
戊
子
の
条
。
な
お
薛
貴
（
脱
火
赤
）
の
軍
歴
・
官
歴
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
小
河
の
会
戦
と
安
順

侯
脱
火
赤
―
「
成
祖
四
駿
図
」
に
よ
せ
て
―
」
参
照
。

（
（（
） 

靖
難
の
役
後
に
お
け
る
燕
王
軍
の
配
置
転
換
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
『
明
代
建
文
朝
史
の
研
究
』「
第
八
章　

靖
難
の
役
と
衛
所

官
Ⅰ
―
燕
王
麾
下
の
衛
所
官
―
」
三
五
一
―
三
七
二
頁
参
照
。
詳
し
く
は
現
在
準
備
中
の
「
靖
難
の
役
後
の
遼
東
と
燕
王
軍
」（
仮
題
）
で
論

及
す
る
。

（
（（
） 

そ
の
具
体
的
事
例
は
『
三
万
衛
選
簿
』（『
明
朝
档
案
』
第
五
五
冊
）
に
頻
出
す
る
。
哈
剌
温
は
『
明
実
録
』
や
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
頻
出

す
る
忽
剌
温
（
フ
ラ
ウ
ン
）
の
こ
と
で
あ
る
。

（
（0
） 

江
嶋
寿
雄
『
明
代
清
初
の
女
直
史
研
究
』（
中
国
書
店
、
一
九
九
九
年
）「
第
一
篇
第
三
章　

太
監
亦
失
哈
」
六
一
―
六
二
頁
。
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